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（第１～５回 研究会資料抜粋）

資料４



 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。）第９条においては、個人番号の利用範囲を規定しており、番号法別表第一
に掲げる主体が、同表に掲げる事務において利用する場合のほか、地方公共団体が、福祉、保健若し
くは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で 
定めるものの処理に関して必要な限度で個人番号を利用することができるとされている。 
 また、同一団体であっても、庁内他機関（教育委員会など）への特定個人情報を提供することは、
特定個人情報の提供として制限されることとなるため、番号法第19条に基づく条例の制定が必要であ 
り、庁外他団体への特定個人情報の提供には特定個人情報保護委員会規則の制定が必要とされている。 

１.個人番号を活用した情報連携のあり方 

 
●地方公共団体での条例による個人番号の独自利用事務について、具体的に想定される事務の検討 
 個人番号の活用により正確で確実な情報管理や他団体等との情報連携を通じたサービスの向上が実
現可能  
 ・ 福祉サービス等の受給状況、健康情報などの継続的な把握（重複受給の防止やより高度できめ 
  細やかなサービスの提供が可能） 
 ・ 総合窓口導入による庁内情報連携への活用（必要となる手続の漏れや未届の防止・行政事務の 
  効率化が可能） 
 ・ 所在不明児童問題、ＤＶ・ストーカー等支援対象者支援などへの活用（庁内での情報共有によ 
  り迅速・確実な対応が可能） 
 ・ 乳幼児医療費助成のほか、心身障害者やひとり親等に対する医療費助成、不妊治療費助成など   
  住民のニーズが高く全国的に実施されている地方単独事業などへの活用（添付書類の一層の削減 
  や行政事務の効率化が可能） 
 ・ 地方中枢拠点都市や定住自立圏などの地方公共団体間の連携に際しても同様の枠組みにより個 
  人番号を活用可能 
●情報連携に向けたシステム面での対応 
●情報へのアクセスコントロール・個人情報保護対策 
 職員認証による操作者の特定、業務ごとに必要のない特定個人情報を参照又は更新等行えないよう 
な厳格な権限管理 等 

【検討の視点】 

【検討項目】Ⅰ 個人番号を活用した情報連携のあり方 
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Ⅰ 個人番号の利活用が想定される独自利用事務（概要） 

 
 
 
 
 
１.想定される事務類型 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下  
 「番号法」）においては、同法別表に掲げる事務のほか、社会保障・地方税・防災 
 に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務 
 に個人番号を利用することができるとされており、どのような利活用が想定される 
 のか検討する必要がある。 

 地方公共団体における独自利用事務として想定されるものとしては以下の類型が考
えられる。 
 ①個人番号等を活用して情報共有を図ることで、より有効な対応が可能となる事務 
 → 番号制度導入を機に整備される団体内統合宛名システムを有効活用することなどによる 

   個人番号、団体内統合宛名番号（以下「宛名番号」と記載）による庁内連携体制の構築。 

 【例】・児童虐待・居所不明児童等への対応 
     情報連携がより容易になることで、従来縦割りで各セクションで保有していた情報の   
     共有が図られ、状況等を的確に把握できる。 
    ・総合窓口 
     宛名システムが統合されることにより、団体内統合宛名システムと直接結びつく受付 
     窓口を一元化した総合窓口の導入がより容易になる。 
 

 ②法令に基づき実施する行政サービスに上乗せ・横出し等で、実施されている地 
 方単独事務 
 → 番号法別表に定める事務において事務の簡素化、住民負担の軽減が図られても、上乗 

   せ・横出し等で実施されている地方単独事務などについて、従来どおりの手続が残ると 
   すれば行政・住民双方にとっての番号制度導入による効果は限定的。 
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Ⅰ 独自利用に向けた対応（制度面） 

２.実施のために必要な措置 

 ①利用条例（番号法第９条第２項） 
  地方公共団体が番号法別表第１に記載されていない独自の行政サービスとして実  

 施されている事務（独自利用事務）において、個人番号を利用するためには、条例 
 を制定する必要がある。 
  また、独自利用事務について、庁内部局間（税担当部局と福祉担当部局など） 
 で特定個人情報の授受を行う場合、その旨を条例で制定する必要がある。 
 ※個人番号を利用せず、宛名番号を利用する場合であっても、各団体が定める個人 
 情報保護条例に基づき、適切な措置を講ずる必要がある。 
  
 
 ②庁内他機関との連携条例（番号法第19条第９号） 
  独自利用事務で庁内他機関（市長部局と教育委員会など）と特定個人情報の授受  

 を行う場合、その旨を条例で定める必要がある。 
 

 ④住基ネット利用条例（整備法による改正後住民基本台帳法第30条の13） 
  独自利用事務において申請内容の確認など住登外住民の４情報を取得する必要が 

 あるときは、住基ネット利用条例を定める必要がある。 
 ※情報を提供する側が条例を定める必要があるため、必要性の高い事務については、  
 全国47都道府県で条例制定を行う必要があるのではないか。 
 

 ③特定個人情報保護委員会規則（番号法第19条第14号／庁外連携） 
  独自利用事務で庁外機関（他市町村など）との間の特定個人情報の授受を行う場 

 合、事前に特定個人情報保護委員会規則の制定が必要である。 
 

（制度面） 
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Ⅰ 独自利用に向けた対応（システム面） 

 ①各種既存業務システム間の連携と宛名システムの活用 
  宛名番号を活用した庁内連携を円滑に実施するために、各種既存システム間の接 

 続や宛名システムの活用について検討を行う必要がある。 
 ※ 宛名番号を用いての庁内連携と個人番号を用いての庁内連携の２つの連携方式 
  が想定される。   
 ※ 個人番号を用いて情報共有を行う場合には、個人番号や本人確認情報の利用に 
  ついて制度面での整理（各利用条例における位置づけ）、システム面での対応  
  （事務によっては個人番号等を参照できないようにするなどのアクセス制限）を 
  検討する必要がある。  

 ②中間サーバー、情報提供ネットワークシステムとの連携 
  独自利用事務について、庁外機関との連携を行う場合には、中間サーバー、情報 

 提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の接受を行うことも想定される。 
 その際には、連携可能な特定個人情報の整理、システム面での対応が必要な場合に 
 はその対応について各開発主体との調整が必要。 

（システム面） 
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税務課 福祉課 

保健課 

庁内連携の考え方（番号法第29条による行政機関個人情報保護読替規定との関係） 

①宛名番号（個人番号）による庁内連携体制の構築 

現状 

他課の保有情報を取得したい場合、 
①求める情報を保有する課に対して、該当する者を識別す
る情報及び求める情報の種類等を伝達し、情報照会を行う 
②情報照会を受けた課は、該当者を特定した上で、求めら
れている情報を抽出し、情報照会元へ情報提供する 
  
 

他課の保有情報を取得したい場合、 
①該当する者の宛名番号（個人番号）を、求める情報を保有する
課へ伝達し、情報照会を行う 
②情報照会を受けた課は、宛名番号（個人番号）で紐付けられた
該当者の求められている情報を要求課へ提供する 
※個人番号で情報連携を行う場合、番号利用条例の制定が必要 

宛名番号（個人番号）を活用して庁内情報連携を行うことで、①情報照会・提供のレスポンスの短縮、②情報照会・提
供に係る事務負担の軽減 、③庁内での情報共有が容易になることによる迅速な課題発見及び適切な対応 が図られ、
効率的な情報連携の実現が期待される。 
これまで庁内宛名システムの整備が遅れていた団体（都道府県を含む）においても団体内統合宛名システムの整備
等を機により容易に庁内連携体制の構築が可能。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

Ⅰ-１-① 庁内連携体制の構築（概要） 

市民課 

＜情報照会＞ 

福祉課 税務課 

市民課 保健課 

＜情報照会＞ 

＜情報提供＞ 

団体内統合 
宛名システム 

宛名システム導入後 

＜情報提供＞ 

所得
情報 

福祉
情報 

健康
情報 

基本 
４情報 

所得
情報 

基本 
４情報 

健康
情報 

福祉
情報 

該当する者
を特定する 
作業が必要 

宛名番号で
該当する者 
を特定可能 

 宛名番号 
   付番 

住民A 
↓ 

○○番 

該当する者の
特定に手間が
かかり、誤りも
発生しやすい 
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住
基
担
当 

部
局 

福
祉
部
局 

教
育
部
局 

・・・ 

Ａ市 

児童相談所 

警察 

・
・
・ 

④情報共有 

④通報 

④情報共有 

児童虐待等担当部局 

情報 情報 情報 

②児童に係る各種行政サービスの利用状況等の情報を 
(検診の受診状況、就学状況、家庭の居住状況等) 
児童虐待等担当部局が個人番号等により検索 

③児童虐待の実態を 
早期に捉える 

条例整備 
が必要 

個人番号 

（現状）住基担当部局と関係部局との密接な連携を要請 →更なる徹底を要請 

◆庁内での情報共有  ◆児童虐待の実態の早期発見 

①児童虐待の疑い 

Ⅰ-１-② 庁内連携体制の構築（具体的な活用事例①） 
○児童の虐待、居所不明に関する対応案のイメージ 
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住
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当 

部
局 

福
祉
部
局 

教
育
部
局 

・・・ 

B市 

情報 情報 情報 

②手続の際の個人番号で、宛名システムを経由して、各種システムと
連携し、住民が行うべき手続、利用できる行政サービスを抽出する。 
(例：出生届時に、児童手当の申請、乳幼児医療証の交付、出産一時
金の申請等） 

③抽出した情報を住民に提供する。 

条例整備 
が必要 

個人番号 

◆必要な届出手続や利用可能な行政サービスを漏れなく住民に伝え、未届を防止   
◆事務手続に要する時間の短縮効果 

①出生・引越・婚姻・就職・入学等のライフイベント時に住民が手続を行う。 

Ⅰ-１-③ 庁内連携体制の構築（具体的な活用事例②） 
○総合窓口サービス（※これまで庁内宛名システムの整備が遅れていた団体においても、統合宛
名システムが導入されることにより、団体内統合宛名システムと直接結びつく受付窓口を一元化
した総合窓口の導入がより容易になる。） 

総合窓口 

※総合窓口システ
ム利活用によるワ
ンストップサービ
スにより、住民利
便性が向上につ
ながる。 

宛名システム 
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Ⅰ-１-④ 庁内連携体制の構築（整理すべき課題） 

 ①各地方公共団体のシステム構成の実態に即した類型化 
  各地方公共団体によりシステム構成は様々であり、各システムごとにどのような  

 構成で庁内連携体制の構築を図ることができるのか整理が必要。 
 
 
 ②連携する情報の範囲 

  個人番号や宛名番号により各事務間で情報連携を図ることとした場合、事務ごと 
 に取り扱う情報の範囲について検討が必要。利用する事務ごとに必要とする情報の 
 範囲は異なるため、連携する情報の範囲を限定したり、事務によって参照範囲を制 
 限するなどのアクセス制限が必要。特に特定個人情報の取扱いには留意が必要。 
 
  
 ③個人番号や住基ネットの本人確認情報の取り扱い 

  個人番号や住基ネットで保有する本人確認情報を庁内連携にあたり活用する場合  
 には、これらの情報が番号法や住民基本台帳法の規制の対象となる情報であるため、 
 利用条例の制定など制度上の位置づけが必要。  
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Ⅰ-２-① 独自利用事務（想定事務一覧①） 

※「平成26年度中に条例制定（改正）予定の番号法第９条第２項に基づく個人番号利用事務（例）」  
（内閣官房社会保障改革担当室、特定個人情報保護委員会が実施した都道府県及び市区町村等への照会の結果の概要） 

○番号法別表に定める事務において事務の簡素化、住民負担の軽減が図られても、上乗せ・横出 
 し等で実施されている地方単独事務などについて、従来同様の手続が残るとすれば行政・住 
 民双方にとっての番号制度導入による効果は限定的となるおそれ。 
 
○番号制度による効果を最大限発揮するためにも、少なくともこういった事務については、番号 
 法施行による別表事務と併せて独自利用事務として個人番号の利用や情報連携を検討していく 
 必要があるのではないか。 
【参考】想定される独自利用事務としては以下のものが考えられる。（上乗せ・横出しで実施さ
れている事務以外のものを含む。） 

②法令に基づき実施する行政サービスに上乗せ・横出し等で、全国的に実施されている地方
単独事務 

◆各地方公共団体における独自利用条例事務の検討状況 

税
（所得）

他の福祉
等の適用

状況

住民票
情報

地方公共団体
内の同一機関

地方公共団体
内の他の執行

機関

他の地方公共
団体、行政機

関等

市区町村長部局

【福祉】医療費助成
申請に基づき、所得制限を設けて、障害者、ひとり親家庭、乳幼児等に対する医療費の助成を
行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から税（所得）情報、医療給付情報
の提供等を受けることにより、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局・教
育委員会

【福祉】保育料、幼稚園奨励費補助金交付・減免・免除
申請に基づき、所得制限を設けて、保育料の減免、私立幼稚園の就園奨励費の交付等を行
う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情報、税（所得）情報等
の提供を受けることにより、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局

【福祉】日常生活用具貸与・補装具費助成
申請に基づき、所得制限を設けて、高齢者、障害者に対し日常生活用具の貸付け、補装具費
の助成を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から税（所得）情報等の提供を受け
ることにより、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

具体的な事務内容執行機関名

提供を求める情報 個人番号導入後の情報提供（移転）依頼先
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Ⅰ-２-② 独自利用事務（想定事務一覧②） 
※「平成26年度中に条例制定（改正）予定の番号法第９条第２項に基づく個人番号利用事務（例）」  

（内閣官房社会保障改革担当室、特定個人情報保護委員会が実施した都道府県及び市区町村等への照会の結果の概要） 

税
（所得）

他の福祉
等の適用

状況

住民票
情報

地方公共
団体内の
同一機関

地方公共
団体内の
他の執行

機関

他の地方
公共団

体、行政
機関等

市区町村長部局

【福祉】住宅改修費（バリアフリー化改修費等）助成
申請に基づき、所得制限を設けて又は所得等に応じた助成率を定
め、高齢者、障害者に対し住宅改修費の助成を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局
・ 教 育 委 員 会

【その他社会保障】奨学資金貸与
申請に基づき、所得制限を設けて、就学困難者に対し奨学資金の貸
与を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局
・ 教 育 委 員 会

【その他社会保障】就学援助
申請に基づき、所得制限を設けて、児童生徒の保護者に対し就学援
助の給付を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局

【福祉】緊急通報システム機器貸与
申請に基づき、所得制限を設けて、高齢者、障害者に対し緊急通報
システム機器の貸与を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局

【福祉】交通費助成
申請に基づき、所得制限を設けて、高齢者、障害者に対し交通費
（福祉タクシーの利用等）の助成を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

市区町村長部局

【保健】不妊治療費助成
申請に基づき、所得制限を設けて、不妊治療を受ける夫婦に対し特
定（一般）不妊治療費助成金の給付を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から住民票情
報、税（所得）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添
付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○

市区町村長部局

【税】市（区町村）税条例に基づく減免事務
申請に基づき、納税が困難な方の納税額の減免を実施。
番号制度導入後は、同一機関内又は他の地方公共団体等から税（所
得）、他の福祉等の適用状況、住民票情報の提供を受けることによ
り、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○

執行機関名 具体的な事務内容

提供を求める情報
個人番号導入後の

情報提供（移転）依頼先
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Ⅰ-２-③ 独自利用事務（想定事務一覧③） 
※内閣官房社会保障改革担当室、特定個人情報保護委員会が実施した都道府県及び市区町村等への照会（「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第９条第２項に基づく個人番号利用事務につ
いて（照会）」）のうち、都道府県知事部局の回答を抽出して作成。（住民制度課作成） 

（注）「提供を求める情報」及び「個人番号導入後の情報提供（移転）依頼先」の欄にある○は、類似の回答（事務）において概ね該
当があったものを記入しており、必ずしも全ての回答において該当があったことを意味するものではありません。 

税
（所得）

他の福祉
等の適用

状況

住民票
情報

地方公共
団体内の
同一機関

地方公共
団体内の
他の執行

機関

他の地方
公共団

体、行政
機関等

都道府県知事部局

【福祉】肝炎医療費助成事務
申請に基づき、所得制限を設けて、肝炎治療に係る費用の助成を行
う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体等から税（所
得）情報、住民票（世帯）情報等の提供を受けることにより、申請
者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○

都道府県知事部局

【福祉】療育手帳交付事務
申請に基づき、療育手帳の交付等を行う。
番号制度導入後は、同一機関や他の執行機関、又は他の地方公共団
体等から住民票情報、税（所得）情報等の提供を受けることによ
り、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

都道府県知事部局

【福祉】介護支援専門員登録事務
申請に基づき、介護支援専門員の登録及び証の交付等を行う。
番号制度導入後は、同一機関又は他の地方公共団体、法務局等から
住所情報や成年後見登記情報、死亡情報等の提供を受けることによ
り、申請者からの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○

都道府県知事部局

【福祉】特定疾患治療研究事業実施要綱による医療の給付等に関す
る事務
申請に基づき、所得制限を設けて、月額自己負担限度額の設定を行
う。
番号制度導入後は、他の地方公共団体等から税（所得）情報、住民
票（世帯）情報等の提供を受けることにより、申請者からの添付書
類等の提出を省略する。

○ ○ ○

都道府県知事部局

【福祉】不妊治療費助成事務
申請に基づき、所得制限を設けて、不妊治療費の助成を行う。
番号制度導入後は、他の地方公共団体等から税（所得）情報、住民
票（世帯）情報、戸籍情報等の提供を受けることにより、申請者か
らの添付書類等の提出を省略する。

○ ○ ○

執行機関名 具体的な事務内容

提供を求める情報
個人番号導入後の

情報提供（移転）依頼先
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 庁内機関、他の地方公共団体 
 

 
 申請に基づき、所得制限を設けて、保育料の減免、私立幼稚園の就園奨励費の交付等を行う。  

１.事務の内容 

  
 税（所得）情報、住民票情報、及び他の福祉等の適用状況 

２.提供を求める情報 

３.情報提供依頼先 

４.事務フロー（現状） 

窓口で 
申請書受理 

（必要に応じて） 
関係課・機関への

情報照会 

審査 

決定・給付 

【現状】 

※申請時に必要な書類 
 保育料・幼稚園奨励費補助金交付・減免・免除申請書 
 （必要な場合あり）世帯の住民票、所得・課税証明書 

Ⅰ-２-④ 独自利用事務（想定事務のフロー①） 
（例）保育料・幼稚園奨励費補助金交付・減免・免除 

※申請内容の照合、審査で必要となる情報がある場合、関係課・機関に対して情報照会を行う。 
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５.事務フロー（番号制度開始後） 

窓口で 
申請書受理 

審査 

決定・給付 

【番号制度開始後】 
※申請時に必要な書類 
保育料・幼稚園奨励費補助金交付・減免・免除申請書 
（世帯の住民票、所得・課税証明書は添付不要） 

Ⅰ-２-⑤ 独自利用事務（想定事務のフロー②） 
（例）保育料・幼稚園奨励費補助金交付・減免・免除 

申請者及び申請に係る
者の宛名情報（個人番
号含む）の確認 

住民基本台帳システム【住民の場合】 

住基ネット（本人確認情報の最新化） 
【住民でない場合】 

情報照会 
（庁内） 

情報照会 
（庁外） 中間サーバー・情報提供

NWS（情報照会） 
他団体の税務課・市民課等 

（情報照会先） 

庁内宛名システム 

庁内税務課・市民課等 
（情報照会先） 

【番号制度開始後の効果】 
①申請手続、事務手続の簡素化（申請時の添付資料の省略、情報照
会の効率化） 
②宛名番号（個人番号）による正確かつ迅速な対象者の特定 
  

所得
情報 

世帯
情報 

所得
情報 

世帯
情報 

（想定） （想定） 
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Ⅰ-２-⑥ 独自利用事務（検討すべき課題） 

 ①庁外連携に際して提供を求める情報の整理 
  独自利用事務ごとに提供を求める特定個人情報を整理し、当該情報が情報提供 

 ネットワークシステムを通じた接受が可能かどうか検討が必要。 
 
 
 ②システム面での対応 

  独自利用事務について、庁外機関との連携を行う場合には、中間サーバー、情報 
 提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の接受を行うことも想定される 
 ため、システム面での対応が必要な場合には各開発主体との調整が必要。 
 
  
 ③特定個人情報保護委員会規則の制定 

  独自利用事務について、庁外連携を行うためには、事前に特定個人情報保護委員  
 会規則の制定が必要。庁外連携をしようとする事務について、どのような事務を対 
 象とするか、また当該事務について、番号法の規定に照らし、規則に定めること 
 の可否については、同委員会において検討されるものである。 
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Ⅰ-２-⑦ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）① 

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に 
    基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案） 
 
 （趣旨） 
第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 
 法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人番号の利用 
 及び法第19条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 
 る。 
 （１）個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 
 （２）個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 
 （３）特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 
 （４）個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をい 
   う。 
 （５）情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情報提供ネットワーク 
   システムをいう。 
 
 （都道府県（市町村）の責務） 
第３条 都道府県（市町村）は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正 
 な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主 
 的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 15



Ⅰ-２-⑧ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）② 

 （個人番号の利用範囲） 
第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の上欄に掲げる機関が行う同表の 
 下欄に掲げる事務、別表第２の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び知事 
 （市町村長）又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 
２ 別表第２の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度 
 で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することが 
 できる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番 
 号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りで 
 ない。 
３ 知事（市町村長）又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するため 
 に必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用す 
 ることができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他 
 の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、こ 
 の限りでない。 
４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他 
 の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けら 
 れているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 
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 （特定個人情報の提供） 
第５条 法第19条第９号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表 
 第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる 
 事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合にお 
 いて、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。 
２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の 
 規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられ 
 ているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 
 
 （規則への委任） 
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
   附 則 
 この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
 

Ⅰ-２-⑨ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）③ 
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別表第１（第４条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第４条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機関 事務 

１ 知事（市 
 町村長） 

○○費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規
則で定めるもの 

２ 教育委員 
 会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関する事務であって規則で定め
るもの 

機関 事務 特定個人情報 

１ 知事（市 
 町村長） 

○○費助成に関する条例による助成金の
支給に関する事務であって規則で定める
もの 

地方税関係情報であって規
則で定めるもの 

２ 教育委員 
 会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関
する事務であって規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実
施に関する情報であって規
則で定めるもの 

Ⅰ-２-⑩ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）④ 
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別表第３（第５条第１項関係） 
 
 
 
 
 

情報照会
機関 

事務 
情報提供機
関 

特定個人情報 

１ 教育 
 委員会 

▲▲料徴収条例による▲▲料
の減免に関する事務であって
規則で定めるもの 

知事（市町
村長） 

地方税関係情報であって規
則で定めるもの 

Ⅰ-２-⑪ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）⑤ 
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個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定の概要 

 
 ○ 番号法第９条においては、個人番号の利用範囲を原則として以下の範囲と規定している。※１ 

   ▶ 番号法別表第一に掲げる主体が、同表に掲げる事務において利用する場合（第１項） 
   ▶ 地方公共団体が、条例で定める事務※２において利用する場合（第２項） 
   ▶ 個人番号関係事務実施者が、個人番号関係事務において利用する場合（第３項） 
    ※１ このほか、災害時における特例等の例外的な利用が認められている（第４項・第５項）。 
    ※２ 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務に限る。 

 ○ 番号法第19条においては、同条各号に掲げられた場合を除き特定個人情報の提供を制限しており、同一地方 
  公共団体内の他機関へ特定個人情報を提供する場合は同条第９号に基づく条例を制定する必要がある。 

番号法の規定 

 
 ○ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例については、実際に独自利用、庁内連 
  携及び同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供が行われるまでに整備する必要がある。 
 ○ 個人番号の独自利用・庁内連携は番号法の施行に伴い個人番号が利用可能になる平成28年１月から独自利用、 
  庁内連携及び同一地方公共団体内の機関間で特定個人情報の情報連携を行う場合には、既存データベースと個 
  人番号との初期突合等の準備を行うために対象となる事務を明らかにしておく必要があることから、個人番号 
  の付番を行う平成27年10月までに条例を整備しておくことが望ましいと考えられる。 

スケジュール 

Ⅰ-２-⑫ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ① 

 

 ○ このため、以下の①～③の場合には、地方公共団体は番号法に基づく条例を定める必要がある。 

  ① 番号法別表第一に掲げられていない事務において個人番号を利用する場合（独自利用） 

  ② 同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合（庁内連携） 

  ③ 同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供 

  ※ 庁内連携は、必然的に全地方公共団体が行うことが想定されるため、全地方公共団体が条例を定める必要 

   がある。 

条例の制定の必要性 

20



趣旨・定義に関する規定 

 
○ 各地方公共団体において定める条例の実態に即して、当該条例の趣旨及び用語の定義を規定する必要がある。 
○ 特定個人情報の定義については、番号法第２条第８項に規定する定義と異なることのないよう留意が必要である。 
 

趣 旨 

 
 （趣旨） 
第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」と 
 いう。）第９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第19条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとす 
 る。 
 
 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 （１）個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 
 （２）個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 
 （３）特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 
 （４）個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。 
 （５）情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 

イメージ 

○ 番号法の施行により、地方公共団体で個人番号の独自利用事務、特定個人情報の庁内連 
 携及び同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供を行う場合に制定する条例の 
 イメージを示したもの。 
 ※ 情報連携を行う具体的な事務などの規定については、各地方公共団体の実態に即して 
  規定することが必要となる。 

Ⅰ-２-⑬ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ② 
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地方公共団体の責務に関する規定 

 

○ 番号法第９条第２項に基づく規定（個人番号の独自利用の規定）として、次の規定を定める。 
 ① 個人番号の独自利用を行う事務の規定（条例イメージの第４条第１項） 
 ② 個人番号の独自利用を行う事務の処理のための庁内連携（条例イメージの第４条第２項） 
 ③ 番号法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携を行う旨の規定（条例イメージの第４条第３項） 
○ この場合、個人番号の独自利用を行う事務及び個人番号の独自利用を行う事務の処理のための庁内連携を行う事務については、別 
 表に記載することが想定される。 
○ 社会保障・税番号制度は、国民の利便性向上のために各種行政手続における添付書類の削減を行っており、番号法第22条第２項で 
 は情報提供ネットワークシステムを介して特定個人情報の提供があった際には、他の法令により書類の提出を義務付けている場合で 
 も、当該義務を解除している。地方公共団体における特定個人情報の庁内連携においても同様であり、他の条例により書類の提出を 
 義務付けている場合でも、庁内連携により特定個人情報の利用ができるときには、当該義務を解除することが適当である。 

個人番号の利用範囲に関する規定① 

趣 旨 

 

 （都道府県（市町村）の責務） 
第３条 都道府県（市町村）は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講 
 ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

 
○ 番号法第５条において、社会保障・税番号制度の導入に当たっての地方公共団体の責務が定められている。 
○ 地方公共団体において、条例による個人番号の独自利用についても当該規定は当然に適用されるものであるが、条例の制定にあた 
 り広く住民へ各地方公共団体の責務を明示することが望ましい。 
 
（参考） 
 （地方公共団体の責務） 
番号法第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を 
 講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施 
 策を実施するものとする。  

イメージ 

趣 旨 

Ⅰ-２-⑭ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ③ 
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 （個人番号の利用範囲） 
第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第２の上欄に掲げ 
 る機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び知事（市町村長）又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 
２ 別表第２の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報で 
 あって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の 
 個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 
３ 知事（市町村長）又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定 
 個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用し 
 て他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 
４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同 
 一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 
 
 

別表第１（第４条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第４条第１項関係） 

イメージ 

機関 事務 

１ 知事（市町村長） ○○費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

２ 教育委員会 ▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関する事務であって規則で定めるもの 

機関 事務 特定個人情報 

１ 知事（市町村長） ○○費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務で
あって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

２ 教育委員会 ▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関する事務であって規則
で定めるもの 

生活保護法による保護の実施に関する情報
であって規則で定めるもの 

個人番号の利用範囲に関する規定② 

Ⅰ-２-⑮ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ④ 
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○ 同一地方公共団体内の他機関へ特定個人情報を提供する場合には、番号法第19条第９号に基づく条例の規定を設ける必要がある。 
○ この場合、同一地方公共団体内の他機関へ特定個人情報を提供する事務等について、別表に記載することが想定される。 
○ なお、各地方公共団体において、機関間の特定個人情報の授受を行わない場合は、この規定は必須ではなく、具体的な事務フロー 
 などを確認した上で、規定の必要の有無を判断する必要がある。 
○ 社会保障・税番号制度は、国民の利便性向上のために各種行政手続における添付書類の削減を行っており、番号法第22条第２項で 
 は情報提供ネットワークシステムを介して特定個人情報の提供があった際には、他の法令により書類の提出を義務付けている場合で 
 も、当該義務を解除している。番号法第19条第９号に基づく条例により特定個人情報の提供を受ける場合においても同様であり、他 
 の条例により書類の提出を義務付けている場合でも、特定個人情報の提供を受けることができるときには、当該義務を解除すること 
 が適当である。 

特定個人情報の提供 

趣 旨 

 
 （特定個人情報の提供） 
第５条 法第19条第９号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３ 
 欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合 
 において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。 
２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一 
 の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 
 
 
別表第３（第５条第１項関係） 

イメージ 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員会 ▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関する
事務であって規則で定めるもの 知事（市町村長） 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

Ⅰ-２-⑯ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ⑤ 
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○ 個人番号の利用が開始される日は、番号法附則第１条第４号に基づく政令によって定まり（平成28年１月を予定）、それ以前には 
 個人番号を利用することができない。そのため、条例の施行期日について、個人番号の利用が開始される日と同時に施行されるよう 
 規定する必要がある。 

 
   附 則 
 この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

施行期日（附則） 

イメージ 

趣 旨 

 
○ 条例を定めるに当たって、別表の具体的な内容など個別具体の事務に関して必要な事項は規則で定めることも考えられるため、規 
 則への委任についての規定を置くことが考えられる（条例にすべて記載する場合には、規則への委任の規定は不要となる）。 

 
 （規則への委任） 
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

規則への委任 

イメージ 

趣 旨 

Ⅰ-２-⑰ 番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ⑥ 
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個人情報保護条例改正の概要 

 
○ 番号法では、特定個人情報について、一般法よりも更に厳格な個人情報保護措置を講じており、番号法第31条 
 において、地方公共団体は、「行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及び 
 この法律の規定により講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、保有する特定個人情報の適正な取扱いが確 
 保され、並びに当該地方公共団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実 
 施するために必要な措置を講ずるものとする」とされている。 
  番号法における特定個人情報の保護に関する規定は地方公共団体に対しても適用されることとなるが、番号法 
 第29条（行政機関個人情報保護法等の特例）及び第30条（情報提供等記録についての特例）において、行政機関 
 個人情報保護法や個人情報保護法等の読替えとして規定されているものについては当然に地方公共団体の条例に 
 適用されるものではないため、その趣旨に沿って条例改正等の対応が必要となる場合がある。 

趣 旨 

 

○ 個人情報保護条例の改正は、実際に特定個人情報を保有する平成27年10月までに整備する必要がある。 

スケジュール 

Ⅰ-２-⑱ 個人情報保護条例の改正等について① 

 
○ 番号法第29条において「情報提供等記録以外の特定個人情報」に関する読替規定を置き、第30条において「情 
 報提供等記録」に関する読替規定を置いている。「情報提供等記録」とは、特定個人情報の情報連携を行った際 
 に記録する情報照会者・提供者の名称や照会・提供された特定個人情報の項目等についての情報であり、特定個 
 人情報と位置付けられるものであるが、一般の特定個人情報とその性質が異なるため、保護に関する規定も異な 
 る取扱いとする必要がある。 

特定個人情報と情報提供等記録 

 
○ 条例改正等の対応としては以下の対応が考えられる。 
 ① 現行の個人情報保護条例に特定個人情報の保護に関する規定を新規に追加する改正を行う。 
 ② 現行の個人情報保護条例の規定に読替規定を置き、特定個人情報の保護に関する規定を追加する改正を行う。 
 ③ 「特定個人情報の保護に関する条例」を新規に制定する。 

条例改正等の対応 
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Ⅰ-２-⑲ 個人情報保護条例の改正等について② 
改正等すべき規定一覧 

特定個人情報(情報提供等記録を除く) 情報提供等記録 改正趣旨 

利用目的以外の目的での
利用に関する規定 

○ 以下の例外を除いて原則禁止 
 ①激甚災害時等に金銭の支払いを行う場合 
  ※金融機関に該当する地方独立行政法人等の 
   み該当する。 
 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要 
  がある場合であって、本人の同意があり、又 
  は本人の同意を得ることが困難である場合 

○ 利用目的以外の目的での利 
 用を禁止する。 

 特定個人情報は、利用目的以外の目的での利用について、通常の個人情報より
もさらに厳格に利用が許容される例外事由を限定している。 
 また、情報提供等記録については、利用目的以外の目的での利用が想定されな
いため、利用目的以外の目的での利用を禁止する。 

提供の制限に関する規定 ○ 番号法第19条の各号に該当する場合に提供できるようにする。 

 番号法において特定個人情報を提供することができる場合は、番号法第19条各
号に掲げられた場合に限定されているため、個人情報保護条例上も特定個人情報
を提供できる場合を同条各号に掲げられた場合に制限する。 
 オンライン結合を制限する規定が条例上置かれている場合、番号法第19条各号
に掲げられた場合にはオンライン結合を可能とすることが必要な場合がある。 

開示・訂正・利用停止に
関する規定 

○ 本人、法定代理人、任意代理人による開示請求、訂正請求、利用停止請求を 
 認める。 

 特定個人情報についてはその性格から、本人の関与についてより一層の保護が
必要であると考えられることから、本人及び法定代理人に加え任意代理人に対し
ても開示請求及び訂正請求を行うことを認める。 

利用停止の請求の条件に
関する規定 

○ 以下の場合についても利用停止請求を認める。 
 ①利用制限に対する違反 
 ②収集制限・保管制限に対する違反 
 ③ファイル作成制限に対する違反 
 ④提供制限に対する違反  

○ 利用停止請求を認めない。 

 番号法では、特定個人情報について、番号法に違反する行為のうち特に不適切
なものが行われた場合にも利用停止請求を認めているため、個人情報保護条例に
おいても同様の措置を講ずる。 
 なお、情報提供等記録については、システム上、自動保存されるものであり、
利用制限等に違反する取扱いが想定されないため、利用停止請求を認めない。 

開示手数料の減免に 
関する規定 

○ 経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、開示手数料を減額 
 又は免除できるようにする。 

 経済的な理由等によらずに、各個人が特定個人情報を容易に確認できるように
するため、開示手数料の減額又は免除の措置を講ずる。 

他の条例による開示実施
との調整に関する規定 

○ 他の条例による開示の実施との調整規定を設けている場合は、当該規定を適 
 用除外とする。 

 他の条例等により同一の方法の開示が定められている場合に調整規定を設ける
場合があるが、マイ・ポータルによる情報開示の方がより住民の利便性が高い場
合も想定されることから、他の法令等により同一の方法の開示が定められている
場合でも、重ねて番号法に基づくマイ・ポータルを通じた開示を可能とする必要
がある。 

開示・訂正時の移送に 
関する規定 

- 
○ 開示・訂正決定に際し他の 
 機関への移送を認めない。 

 情報提供等記録については、他機関で開示等の決定をする場合が想定されない
ため、移送に関する手続を適用除外とする。 

訂正の通知先に関する 
規定 

- 
○ 訂正した場合に、総務大臣 
 及び情報提供者又は情報照会 
 者に対し通知する。 

 情報提供等記録は情報の照会者、提供者及び情報提供ネットワークシステムを
管理する総務大臣において記録・保管されるものであり、訂正した際にもこれら
の主体に通知することとする。 

その他の規定 
○ 特定個人情報及び情報提供等記録などの定義を追加する。 
○ 措置要求を行わないこととする。 

 各地方公共団体の個人情報保護条例の実態に即して必要な条項を追加する。 
 また、特定個人情報は、番号法第19条各号により明確に提供できる場合が制限
されるため、措置要求については適用除外とする。 27



Ⅰ-２-⑳ 個人情報保護条例の改正のイメージについて① 

 

 （定義）  
第○条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ○ 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により 
  特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識 
  別することができることとなるものを含む。）をいう。  
 ○ 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組 
  織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているも 
  のに限る。 
 ○ 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。 
  以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。 
 ○ 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 
 ○ 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項の規定により記録された特定個人情報をいう。 
 ○ 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の 
  職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録され 
  ているものに限る。 
 ○ ．．．． 
 ○ ．．．． 
  
   

イメージ 

定義の追加 

○ 番号法の施行により、現行の個人情報保護条例に特定個人情報の保護に関する規定を新 
 規に追加する改正を行った場合に考えられる規定のイメージを示したもの 
 ※ 各地方公共団体において制定している個人情報保護条例の規定とは異なる場合がある 
 ※ 特定個人情報の定義については、番号法第２条第８項に規定する定義と異なることの 
  ないよう留意が必要である 
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Ⅰ-２-㉑ 個人情報保護条例の改正のイメージについて② 

 

 （利用及び提供の制限）  
第○条 実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報（保有特定個人情報を 
 除く。以下この条において同じ。）を自ら利用し、又は提供してはならない。  
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的 
 のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的 
 のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると 
 認められるときは、この限りでない。  
 （１）本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  
 （２）実施機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当 
   該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。  
 （３）．．． 
 
 （特定個人情報の利用の制限）  
第○条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条に 
 おいて同じ。）を自ら利用してはならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本 
 人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を 
 利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人 
 又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。 
 
 （情報提供等記録の利用の制限） 
第○条の３ 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。 
 
 （特定個人情報の提供の制限） 
第○条の４ 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはなら 
 ない。 
 

イメージ 

特定個人情報の利用目的以外の目的での利用・提供の制限に関する規定 
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Ⅰ-２-㉒ 個人情報保護条例の改正のイメージについて③ 

 

 （開示請求権）  
第○条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保 
 有個人情報（保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。）の開示を請求す 
 ることができる。  
２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法 
 定代理人又は本人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下「開示請求」と 
 いう。）をすることができる。  
 
 （開示請求の手続）  
第○条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開示請求書」という。）を実施機関に提出してしな 
 ければならない。  
 （１）開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  
 （２）開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特 
   定するに足りる事項  
２ 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人 
 であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人 
 （保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人）であること）を示す書類を提示し、 
 又は提出しなければならない。  
３ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「開示請求者」とい 
 う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請 
 求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  
 
 （保有個人情報の開示義務） 
第○条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれか 
 が含まれている場合を除き、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。  
 （１）開示請求者（第○条第○項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報に 
   あっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）が本人に代わって開 
   示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この条において同じ。）の生命、健康、生活又は財産 
   を害するおそれがある情報  
 （２） ．．． 

イメージ 

特定個人情報の開示請求及び訂正請求に関する規定 
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Ⅰ-２-㉓ 個人情報保護条例の改正のイメージについて④ 

 

 （訂正請求権）  
第○条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところ 
 により、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下同 
 じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の条例又はこれに基づく規則の規 
 定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  
 （１）開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  
 （２）．．． 
２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法 
 定代理人又は本人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。  
 
 （訂正請求の手続）  
第○条 前条の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機 
 関に提出してしなければならない。．．． 

イメージ 

特定個人情報の開示請求及び訂正請求に関する規定 
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Ⅰ-２-㉔ 個人情報保護条例の改正のイメージについて⑤ 

 

 （利用停止請求権）  
第○条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。）が次の 
 各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実 
 施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去 
 又は提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続 
 が定められているときは、この限りでない。  
 （１）当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき．．． 
 （２）．．． 
２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることがで 
 きる。  
 
 （特定個人情報の利用停止請求権）  
第○条の２ 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。） 
 が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を 
 保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利 
 用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでな 
 い。  
 （１）当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第○条（「特 
   定個人情報の利用の制限」に関する条）第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき、番号法第 
   20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成さ 
   れた特定個人情報ファイル（番号法第２条９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されてい 
   るとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去  
 （２）番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止  
２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定によ 
 る利用停止の請求をすることができる。  

イメージ 

特定個人情報の利用停止に関する規定 
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Ⅰ-２-㉕ 個人情報保護条例の改正のイメージについて⑥ 

 

 （手数料）  
第○条 開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納め 
 なければならない。  
２ 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。  
３ 保有特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、 
 規則で定めるところにより、当該開示請求に係る手数料を減額し、又は免除することができる。 

イメージ 

開示手数料の減免に関する規定 

 

 （開示の実施）  
第Ａ条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付 
 により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法に 
 より行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録さ 
 れている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その 
 写しにより、これを行うことができる。  
２ ．．． 
 
 （他の条例による開示の実施との調整）  
第○条 実施機関は、他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報（保有特定個人情報 
 を除く。以下この項において同じ。）が第Ａ条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされて 
 いる場合（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわ 
 らず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の条例の規定に一 
 定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。  
２ 他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧とみなして、前項 
 の規定を適用する。  

イメージ 

他の条例による開示実施との調整に関する規定 
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Ⅰ-２-㉖ 個人情報保護条例の改正のイメージについて⑦ 

 

 （事案の移送）  
第○条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除く。）が他の機関から提供されたもので 
 あるとき、その他他の機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の機関と協議 
 の上、当該他の機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした機関は、開示請求 
 者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。  
２ ．．．  
 
 （事案の移送）  
第○条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除く。）が移送を受けた機関が行った開示 
 に係るものであるとき、その他他の機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他 
 の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送を 
 した実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。  
２ ．．． 

イメージ 

情報提供等記録の開示・訂正時の移送に関する規定 

 

 （保有個人情報の提供先への通知）  
第○条  実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報（情報提供等記録を除く。）の訂正の実施をした場合におい 
 て、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも 
 のとする。  
 
 （情報提供等記録の提供先への通知）  
第○条の２ 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合におい 
 て、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該 
 訂正に係る番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のも 
 のに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。  

イメージ 

訂正の通知先に関する規定 
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Ⅰ-２-㉗ 個人情報保護条例の改正のイメージについて⑧ 

 

 （保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）  
第○条 実施機関は、他の実施機関に保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を提 
 供する場合又は専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供する場合において、必要がある 
 と認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しく 
 は方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措 
 置を講ずることを求めるものとする。  

イメージ 

措置要求の適用除外 

○ 番号法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成28年１月）から施行する。 
○ ただし、特定個人情報の提供の制限に関する規定は、番号法附則第１条に掲げる規定の施行の日（平成27年10 
 月）、情報提供等記録に関する規定は、番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日（平成29年１月）から 
 施行する。 

施行期日 
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委員会規則

Ⅰ－２－㉘ 番号法第９条第２項の条例に基づく独自利用事務

地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税
（中略）又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に
関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するため
に必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた
者も、同様とする。

番号法第９条第２項

事
務

A地方公共団体

独自利用条例で定めた事務
→A団体内で個人番号を利用可

B地方
公共団体

他の地方公共団体・行政機関等に特定
個人情報の提供を行うには、委員会規則
の定めが必要。（番号法１９条第１４号）

事
務

事
務 情報提供の求め

事
務

事
務

情報提供の求め

情報の提供

情報の提供

特定個人情報

特定個人情報
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 独自利用事務に関する情報連携と委員会規則 

○ 番号法第19条は、特定個人情報を提供できる場合について各号で限定列挙している。 

   第１号から第13号までにおいて特定個人情報を提供できる場合を明記し、第14号において「これら

に準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で定めるとき」と規定している。 

○ 現在、番号法第９条第２項に基づき地方公共団体が条例で定める事務（独自利用事務）について

庁外連携（以下「規則連携」という。）を可能とするため、同法第19条第14号に基づき同条第7号に準

ずるものとして、以下の方針に基づき委員会規則の制定を検討している。 
 

• 規則連携は、情報提供ネットワークシステムを使用する場合に限ることとする。 

• 規則連携を認める独自利用事務として検討するものは、原則として、番号法別表第二に掲げる事

務に準ずる範囲のものに限定し、情報提供者及び提供を求める特定個人情報についても、当該

事務について規定された範囲に限定する。 
 

○ 今後、関係機関との調整を踏まえた検討を行い、平成27年３月を目途として、委員会規則を制定予

定である。 

Ⅰ-２-㉙ 独自利用事務に関する情報連携に係る委員会規則について① 
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 規則連携を認める対象となる独自利用事務（イメージ） 

国の就学支援
金 30万円 

県による加算 
８万円 

県による入
学金の補助 

⇒上乗せ 

⇒横出し 

※２ 以下の３要件を満たす事務については、
規則連携を認める 

 

 事務の趣旨・目的と別表事務の根拠法令

における趣旨・目的が同一 
 事務に類似性が認められる 
 情報提供者及び提供を求める特定個人情

報等が別表事務とほぼ同一 

※１ 上乗せ、横出し等 
 例：高等学校等就学支援金事務 
 別表第二 113の項「就学支援金の支給に関する事務」 

① 番号法別表第二に掲げられていない事務  →規則連携の対象外 
② 番号法別表第二に掲げられているが主務省令に規定されていない事務 
 → 番号の利用・提供については法所管省庁に委ねられていることから、規則連携の検討からは除外 
③ 番号法別表第二に掲げられた事務に準ずる事務（地方単独事業に係る事務） 
 → いわゆる上乗せ、横出し等※１については一定の基準※２を設けて規則連携を認める 

Ⅰ-２-㉚ 独自利用事務に関する情報連携に係る委員会規則について② 
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Ⅰ 地方公共団体での条例による独自利用事務に係る関連規定① 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法） 
（定義） 
第二条 
  14 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等（行政機関の長、地   
  方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第 
  百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び地方公共団体情報 
  システム機構（以下「機構」という。）並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供 
  者をいう。第二十七条及び附則第二条において同じ。）の使用に係る電子計算機を相互に電気通信 
  回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない 
  通信の方法を用いて行われる第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、 
  第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。 

 
（利用範囲） 
第九条 
    別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者 
   （法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合に 
    あっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保 
    有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度 
    で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

 
  ２  地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税（地方 
    税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同  
    じ。）又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して 
    保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限 
    度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 
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Ⅰ 地方公共団体での条例による独自利用事務に係る関連規定② 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法） 
 
（特定個人情報の提供の制限） 
第十九条 
   何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 

  一～六 （略） 

  七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行 
    うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、  
  政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特 
  定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合に 
  あっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処 
  理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファ 
  イルに記録されたものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネット 
  ワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 

  八 （略） 

   九  地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事 
  務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 

  十～十三 （略） 

  十四 その他これらに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で定めるとき。 

 
（特定個人情報の提供） 
第二十二条 
    情報提供者は、第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当 
  該提供の求めについて前条第二項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定める    
  ところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。 

 ２ （略） 
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Ⅰ 地方公共団体での条例による独自利用事務に係る関連規定③ 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律 
 の整備等に関する法律 
○住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号） 
 
 （都道府県の条例による本人確認情報の提供） 
第三十条の十三 
  都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定め 
 るものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市 
 町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報（住民票コードを除く。以 
 下この条において同じ。）を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該市町村長その 
 他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合 
 に限り、提供するものとする。 
２  都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例 
 で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その  
 他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個 
 人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定 
 により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。 
３ 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定める 
 ものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条 
 例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確 
 認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機 
 関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するも 
 のとする。 
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 個人番号カードについては、「ＩＴ国家創造宣言（改定）」（平成26年６月24日閣議決定）及び

「同 工程表（改定）」（平成26年６月24日ＩＴ戦略本部決定）において、ＩＣチップの空き領域や

公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証や国家公務員身分証明書など、公的サービスや資格の

証明等に係るカード類の一体化／一元化や、個人番号カードの民間利活用場面の拡大や、取得に係る 

負担の軽減等を行うことにより、広く普及を図る旨の方針が示されているところ。 

 個人番号カードのＩＣチップの空き領域は市町村のほか、都道府県、国の機関等での利用も可能で

あり、また公的個人認証サービスについては民間の利用が想定されることから、これらの活用方法等

について検討する必要がある。 

２.個人番号カードの普及・利活用 

 

●各種カード類の個人番号カードへの一体化／一元化 

 個人番号カードのＩＣチップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用することにより、健康保

険証や公務員身分証明書等、暮らしに係る公的サービス及び資格証明に係るカード類の個人番号カー

ドへの一元化を図るための検討を行う。 

 また現在住基カードで行われている印鑑登録カードや施設利用カード等との一体化についても、番

号カードにおいてより一層実施されるよう推進する。 

 

●個人番号カードの民間利活用場面の拡大 

 民間による利用拡大を図る観点から、個人番号カードにおいて利用できる公的個人認証サービスに

ついて、金融機関や医療機関等の民間事業者への署名検証者の拡大に向け、その要件やユースケース

等について検討を行う。 

【検討の視点】 

【検討項目】Ⅱ 個人番号カードの普及・利活用 
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Ⅱ 個人番号カードの様式、申請・交付（案） 

○ 個人番号を記載しない 
 → コピーできる者に制限はない 
   （本人同意等によりできる）   

○ 個人番号を記載する 
 → コピーできる者は、行政機関や 

雇用主など、法令に規定された者
に限定される   

表面（案） 裏面（案） 

様 式 

ＩＣチップ内のＡＰ構成 

プラットフォーム 

住基ＡＰ 

ＩＣチップ 
空き領域 

公的個人 
認証ＡＰ 

電子 
証明書 

券面事項確認 
ＡＰ 

券面事項入力 
補助ＡＰ 

申請・交付 

マイナンバーの付番 

Ｈ27年10月 

マイナンバーの通知とともに、 
「個人番号カード交付申請書」を 
全国民に郵送。 

Ｈ27年10月～12月 

各市町村から、交付準備が 
できた旨の通知書を送付。 
市区町村窓口へ来庁いただき、 
本人確認の上、交付。 

Ｈ28年1月～ 

◇ 氏名、住所等をプレ印刷。写真添付、署名又は 
  捺印をいただき、返信いただくだけで申請完了。 
◇ スマートフォンで写真を撮り、オンラインで申請い

ただくことも可能とする。 

◇ 交付手数料については無料化。 
◇ 国民の来庁は交付時の１回のみで済むこととする。 
◇ 申請時に来庁する方式や、企業において交付申請を 
  とりまとめる方式など、多様な交付方法を用意する。 

市町村等が用意した独自      を 
搭載するために利用する。  

アプリ 

 
を格納
する。  

電  子 
証明書 
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個人番号カードの表面 (案 ) 個人番号カードの裏面 (案 ) 

法令利用 
AP 

券面 
AP 

公的個人 
認証AP 
（署名用電子
証明書、利用
者証明用電子
証明書） 

住基 
AP 
 
 
 

券面事
項入力
補助AP 
 

（２）ICチップの空き領域（アプリ） 
市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等は総務
大臣の定めるところにより利用可能。 
 

 ・印鑑登録証        ・コンビニ交付 
 ・証明書自動交付機      ・図書館利用     
 ・公共施設予約                 ・地域の買い物ポイント 等 

（３）電子証明書 
行政機関等（e-TAX、マイポータル（予定））の他、新たに 
総務大臣が認める民間事業者も活用可能に。 
イメージ：金融機関におけるインターネットバンキング、 
       インターネットショッピング等 
 
 

（１）個人番号（券面） 
社会保障、税又は災害対策分野における法定事務（番号法別表
第一に定める事務）において利用。 
また、地方公共団体においては、この他類する事務で条例で定
める事務に利用可能。 

個人番号カードのICチップ内の構成 

必須事項領域 空き領域 

【住民票 
コード 】 

【個人 
番号 】 

Ⅱ 個人番号カードの３つの利用箇所について 

44



○ 「条例利用のための空き領域」として１割程度を想定。 
 
○ 「将来利用のための空き領域」として４割～５割程度を確保するよう個人番号カード仕様書で規定。 

○ 「条例利用のための空き領域」には、10個程度のカードＡＰが、「将来利用のための空き領域」には、将来搭載するそれぞれ
のカードＡＰが同じ大きさであると前提を置いた上で、２０個程度のカードＡＰが搭載できるものと想定。 

Ⅱ 個人番号カードの空き領域 

プラットフォーム 
プラットフォーム 

カードＡＰ 

   公的 
 個人認証 
 ＡＰ 

カードＡＰ カードＡＰ カードＡＰ 

カードＡＰ
 
 
 
  カードＡＰ 

   券面 
 事項確認 
 ＡＰ 

  住基 
 ＡＰ 

   券面事項 
 入力補助 
 ＡＰ 

条例利用 
   ＡＰ 

     条例利用 
   のための 
 空き領域 

    将来利用の  
  ための空き領域 

条例利用 
   ＡＰ 
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個人番号を証明する書類として   

本人確認の際の公的な身分証明書として   

付加サービスを搭載した多目的カード   

各種行政手続のオンライン申請   

各種民間のオンライン取引／口座開設   

コンビニなどで各種証明書を取得   

Ⅱ-１ 個人番号カードのメリット 

券面 

券面 

券面 電  子 
証明書 アプリ 電  子 

証明書 アプリ 

電  子 
証明書 

電  子 
証明書 

番号法施行後は、就職、転職、出産育児、病
気、年金受給、災害等、多くの場面で 
個人番号の提示が必要となる。 

マイポータル 

■市町村等～印鑑登録証、図書館カード等として利用可能 
■国～健康保険証、国家公務員身分証の機能搭載を検討中 

マイポータルへのログインをはじ
め、各種の行政手続の 
オンライン申請に利用できる。 

○電子申請（e-Tax等）の利用 
○行政からプッシュ型の情報（お知らせ）を取得 

○行政の効率化 
○手続き漏れによる損失の回避 

○所得把握の精度向上 
○公平・公正な社会を実現 

○個人番号を証明する書類として 
 個人番号カードを提示 

コンビニの 
マルチコピー機 

現在、約90市町村（国民の約１割強）が利用で
きる。アンケート調査によると、今後、約700弱の
市町村が導入予定(国民の約７割）。 

○住民の利便性向上 
○市町村窓口の効率化 

○コンビニ等において住民票、 
  印鑑登録証明書などの公的な 
   証明を取得できる。 

コンビニ 

将来的には様々なカードが 
個人番号カードに一元化 

オンラインバンキング等を 
安全かつ迅速に利用 オンラインバンキングをはじめ、各

種の民間のオンライン取引に利用
できるようになる。 

○インターネットにおける不正アクセスが多発 
  →公的個人認証サービスの民間開放 
○インターネットへの安全なアクセス手段の提供 

◇個人番号の提示と本人確認が同時に必要な 
 場面では、これ１枚で十分。唯一のカード。 
◇金融機関における口座開設、パスポートの新 
 規発給、フィットネスクラブの入会など、様々な 
 場面で活用が可能。 

なりすまし被害の防止 住民 

提 示 

本人確認 様々な場面 

ま
た
は
 

ま
た
は
 

ま
た
は
 

電  子 
証明書 

ま
た
は
 

提示 窓口 住民 
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Ⅱ-２-① 住基カードの普及について  ～ 使い道があれば普及 ～ 
●利用機能の追加や交付手数料の無料化等により、住基カードは確実に普及(なお、民間ポイントサービスがあれば、交付手数料の無料化と 
  同様の促進効果が見込まれる) 

宮崎県宮崎市（人口：405,890人） 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

累
計
交
付
枚
数(

枚)

 

(年度） 

・印鑑登録証機能 
・図書館カード機能 
・自動交付機サービス 

H18.1に佐土原町・田野町・高岡町、 
H22.3に清武町と合併 

千葉県市川市（人口：469,148人） 

0
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 印鑑登録証機能 

兵庫県西宮市（人口：482,506人） 

0
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20,000
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40,000
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(年度） 

・印鑑登録証機能 
・自動交付機サービス 

コンビニ交付サービス 

住基カードの交付手数料 
の無料化 

既存印鑑登録証を住基カードに引き
換える際の交付手数料の無料化 

(年度） 

富山県南砺市（人口：54,370人） 

0
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(年度） 

市民参加型地域ポータルサイトに 
住基カード認証機能を導入 

H16.11に福野町、城端町、平村、 
上平村、利賀村、井波町、井口村、 
福光町が合併し誕生 

住基カードの交付手数料 
の無料化 

・印鑑登録証の新規登録を全て 
住基カード等に切替 
・交付済の印鑑登録証を住基カードに切
替 

普及率：50.6% 

※人口はH26年1月1日現在の住基人口。 
※普及率は人口に対する有効交付枚数。（有効交付枚数は平成26年3月末現在） 
 
 

普及率：60.4% 

普及率：19.9% 普及率：16.0% 

 
図書館カード機能 

コンビニ交付サービス 

窓口と自動交付機の 
交付手数料の差別化 

窓口と自動交付機の 
交付手数料の差別化 

窓口と自動交付機の 
交付手数料の差別化 

住基カードの交付手数料 
の無料化 

図書館カード機能 

コンビニ交付 
サービス 

コンビニ交付 
サービス 
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(※) 不特定多数の人が、タッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、さまざまなサービスを利用したりすることができる端末装置。 

 
証明書交付 

センター 

 
コンビニ事業者等 

 
地方公共団体 

キオスク端末 
（※） 

 
住民 

(6) 手数料の納付 

(7) 証明書の印刷 

(1) 証明書の申請 

(3) 住所地に対して 
 申請情報の送信 

(4) 証明書情報の送信 
  （PDF） 

住基カードの利用 

普通紙の利用 
（コピー用紙） 

従業員等を介さず交付 
（住民がキオスク端末を操作） 

通信の安全対策 

全国共通の仕様が必須であり、住
基カードでないと実現困難 

住基カード 

手数料支払い 

(2) 申請情報の送信 

(5) 証明書情報、 
偽造防止情報の送信 

 
 

住 民 票 （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 

生年月日 性別 続柄 氏

名     

本

籍  
筆

頭
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証明書情報作成 
（おもて面データ） 

住所地に接続 

 
 

 
専用 
回線 

 

LGWAN 

PDF PDF PDF 

PDF 

居 住 す る 市 区 町 村 の 区 域 を 超 え て 「 ど こ で も 」 
ワ ン ス ト ッ プ で 証 明 書 等 を 受 け 取 る こ と が 可 能 

事 業 者 が 設 置 し た キ オ ス ク 端 末 を 活 用 す る こ と に よ っ て 、 
行 政 サ ー ビ ス を よ り 一 層 効 率 的 に 提 供 す る こ と が 可 能 

・ 自動交付機の 
 延長線上で実現 
・ 利用時間は 
 6：30～23：00 
 (市区町村ごとに設定) 

偽造防止情報作成 
（うら面データ） 

取り忘れ対策 

6 

J-LISが 
構築・運用 

地方公共団体とｺﾝﾋﾞﾆ
事業者等にｼｽﾃﾑ仕様
や参加要件を示し、
相互の接続試験やｷｵ
ｽｸ端末のｾｷｭﾘﾃｨﾁｪｯ
ｸを実施 

PDF 

証明発行ｻｰﾊﾞ 

既存住基 

証明書 
記載用 
情報 

 

・平成２６年１１月１７日現在で９０市区町村が参加。平成２７年２月までに９６市区町村が参加の予定。 
・住民票の写し、印鑑登録証明書に加えて、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、住民票記載事項証明書が交付可能。 
・コンビニ交付参加の事業者は、セブン- イレブン（約16,600店舗）、ローソン（約10,600店舗）、サークルＫサンクス（約6,200店舗）、 
  ファミリーマート（約10,800店舗）、Aコープ北東北（岩手県内1店舗、順次拡大予定）、セイコーマート（平成２６年９月開始、同年１２月 
 約1,100店舗拡大予定）、イオンリテール（千葉県内1店舗、順次拡大予定） 。 その他コンビニ以外の事業者も検討中 

           Ⅱ-２-② コンビニ交付のイメージ    （※現在の住基カード） 
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サービス提供中の市区町村（90） 
（平成26年11月17日現在） 

は、 以降に開始する団体（6） 

北海道 音更町 
    江別市 

岩手県 奥州市 
新潟県 三条市 

富山県 南砺市 

奈良県 生駒市 

熊本県 益城町 

宮城県 大崎市 

福島県 会津若松市 
    白河市 
    須賀川市 
    相馬市 

茨城県 古河市 
    龍ケ崎市 
    つくば市 

千葉県 市川市 
    木更津市 
    松戸市 
    成田市 
    山武市 
    芝山町 

東京都 港区 
    渋谷区 
    中野区 
       杉並区 
    荒川区 
    足立区 
    葛飾区 
    三鷹市 
    町田市 
    小金井市 

神奈川県 藤沢市 
     茅ヶ崎市 
     座間市 

静岡県 掛川市 
    御殿場市 
    清水町 

愛知県 一宮市 

福岡県 福岡市 
    大牟田市 

兵庫県 西宮市 
    三木市 

山口県 下関市 

長野県 諏訪市 
       伊那市 
    駒ケ根市 
    辰野町 
    箕輪町 
    飯島町 
    南箕輪村 
    宮田村 

京都府 木津川市 

大阪府 大阪市 
    豊中市 
    枚方市 
    茨木市 
    泉佐野市    
    羽曳野市 
    門真市 

鹿児島県 鹿児島市 
     薩摩川内市 

愛媛県 宇和島市 

山梨県 富士吉田市 
    韮崎市 
    南アルプス市 
    笛吹市 
    甲州市 
    富士川町 
    忍野村 
    富士河口湖町 

滋賀県 大津市 
    彦根市 
    長浜市 
       湖南市 
    愛荘町 

栃木県 足利市 
    栃木市 
    日光市 
    那須塩原市 
    下野市 
    那須町 

埼玉県 さいたま市 
    春日部市 
    戸田市 
    北本市 
    小鹿野町 

沖縄県 南風原町 

岐阜県 大垣市 
    高山市 

団体 対象人口 
平成26年11月 ９０ １，６１９万人 
平成27年  2月 ９６ １，９８３万人 

コンビニ交付サービス対象人口 

宮崎県 宮崎市 

三重県 鈴鹿市 
    名張市 
    いなべ市 

徳島県 三好市 

福井県 福井市 

島根県 浜田市 

           Ⅱ-２-③ 市区町村の参加状況    （※現在の住基カード） 
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今後の新規参加団体及び各種税・戸籍証明書への取組団体 

新規参加 

No 
団体名 提供サービス 開始 

予定時期 都道府県 市区町村 住 住(記載) 印 税 戸籍 戸籍附票 

７８ 鹿児島県 鹿児島市 ○ ○ ○ 平成26年 1月 

７９ 三重県 鈴鹿市 ○ ○ ○ 平成26年 2月 

８０ 神奈川県 茅ヶ崎市 ○ ○ 平成26年 2月 
８１ 徳島県 三好市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成26年 2月 

８２ 北海道 江別市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成26年 4月 

８３ 栃木県 日光市 ○ ○ ○ 平成26年 4月 

８４ 長野県 飯島町 ○ ○ 平成26年 4月 

８５ 三重県 いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成26年 4月 

８６ 大阪府 泉佐野市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成26年 6月 

８７ 福井県 福井市 ○ ○ ○ 平成26年 7月 

８８ 長野県 諏訪市 ○ ○ ○ ○ 平成26年 9月 

８９ 岐阜県 高山市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成26年10月 

９０ 滋賀県 大津市 ○ ○ 平成26年11月 

９１ 東京都 杉並区 ○ ○ ○ 平成26年12月 

９２ 三重県 名張市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成27年 1月 

９３ 島根県 浜田市 ○ ○ ○ 平成27年 1月 

９４ 大阪府 大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成27年 1月 

９５ 東京都 港区 ○ ○ ○ ○ ○ 平成27年 2月 

９６ 滋賀県 湖南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 平成27年 2月 

（平成26年11月17日現在） 

サービス 団体数 サービス 団体数 サービス 団体数 
住民票の写し ９６ 各種税証明 ※ ４２ 戸籍証明書 ４０ 
住民票記載事項証明書  ４ 戸籍の附票の写し ２９ 
印鑑登録証明書 ９６ 

取組（予定）団体数  （上記団体を含む全体数） 

※課税（非課税）証明書、納税証明書 
  など 

証明書 
追加 

１ 岐阜県 高山市 ● ● ○ ● ● 平成26年11月 

           ○：提供予定サービス ●：提供済サービス 

             Ⅱ-２-④ コンビニ交付の今後の参加予定団体  （※現在の住基カード） 
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現行の仕組みとの比較 

市区町村におけるメリット 

○  ICカード標準システムの導入が必須でなくなることで、 コンビニ交付導入時のコスト負担が低減される。 

○  証明書等自動交付APをカードに搭載する必要がなく、カード交付に係る事務コストが削減できる。 

○  証明書種別ごとの暗証番号が不要となることで、パスワード管理の事務コストが削減できる。 

○  コンビニ交付を実施するための条例を制定する必要がなくなる。 

利用者におけるメリット 

○  証明書等自動交付APをカードに搭載する必要がなく、カード交付時間が短縮される。 
○  現在コンビニ交付を行っていない市区町村の住民においても、個人番号カードを持っていれば、当該市区町村が新たにコンビニ交付

を開始したタイミングで、特段の手続きなしにコンビニ交付が利用できる。 
○  証明書種別ごとの暗証番号が不要となる。 

本人認証の仕組み 
条例制定
の要否 

条例利用AP
の書き込み 

システム構築に係る 

負担 
本人認証の仕組み 対象カード 

条例利用方式 
（カードAP認証） 必要 必要 

証明発行サーバ及び 

条例利用システムを構築 
利用者ID及び暗証番号 

個人番号カードだけでなく、 

住基カードでも利用可 

公的個人認証方式 不要 不要 証明発行サーバのみ構築 
利用者証明用電子証明
書の有効性検証 

個人番号カードのみ利用可 

Ⅱ-２-⑤ 公的個人認証サービスの利用によるコンビニ交付の実現について 

■ 個人番号カード導入にともない、「公的個人認証方式」のコンビニ交付を実現。 
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Ⅱ-２-⑥ コンビニ交付参加予定等の調査に見る実施団体・対象人口（累計） 

対象人口：万人 

団体数 

実施済み 時期未定 H27年度 H29年度 H30年度 H28年度 

87 

675 

196 

274 280 
262 

1,570 

9,624 

4,150 

5,429 5,497 
5,342 

※平成26年１月１日現在の人口をもとに算出 

約4割の団体が 
コンビニ交付を 
導入予定 

約9,600万人の住民が 
コンビニ交付サービスを
享受できることとなる 
見込み 

52



Ⅱ-２-⑦ 住所地と本籍地が異なる場合の戸籍証明書等交付について 

 住所地と本籍地が異なる住民に対して、コンビニ交付で戸籍証明書及び戸籍の附票の写し（以下「本籍地証明書」という。）を取
得できる機能を加えるための検討を行っています。 
 本籍地証明書を取得するための手順は、次のとおりとなります。 
 １）事前に、本籍地の証明発行サーバに本籍地証明書利用登録申請を行う（インターネットまたはキオスク端末による申請）。 
   →本籍地の戸籍担当者は申請情報に基づき、利用者登録（戸籍証明書と利用者の紐付け）を行う。 
 ２）数日後（利用者登録完了後）、キオスク端末より本籍地の戸籍証明書を取得する。 

キオスク端末 

証明書交付センター 

コンビニ店舗等 
ECセンター 

地方公共団体 
（本籍地） LGWAN 

専用回線 

個人番号 
カード 

中継システム 

証明書交付センター 
システム 

証明発行サーバ 

地方公共団体 
（住所地） 

証明発行サーバ 戸籍証明書等 

該
当
団
体
へ
振
り
分
け 

証明書 
PDF 

(住民票等) 

改竄防止 
処理済 
証明書 
PDF 

 

証明書 
PDF 

(本籍地 
 証明書) 

２）本籍地の証明書
交付要求は本籍地団
体へ、住所地の証明
書交付要求は住所地
団体へ振り分け 

本
籍
地
証
明
書
利
用
受
付 

インターネット 

【インターネット申請】 

利用者登録 
利用者 
申請情報 

◆取得にあたっての前提条件 
１．本籍地となる市町村で、公的個人認証及び本
籍地証明書対応済みの証明発行サーバがサービ
ス可能であること 
２．利用する方は、個人番号カードを取得済みであ
ること（住基カードでは取得できません） 

１）本籍地証明書 
利用登録申請 

１）本籍地証明書の交付サービスを
受けるには、事前の利用申請登録が
必要（キオスク端末申請とインター
ネット申請の両方が準備される見込
み） 

申請 １）本籍地証明書 
利用登録申請 

住民 

２）戸籍証明書等 
申請取得 
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必要最低限の情報のみ記録 

Ⅱ-３-① 個人番号カードのセキュリティ対策（その１） 

Ｘ 

ＩＣチップ空き領域 

● 利用者番号（AP別） 

  ・その暗証番号（AP別） 

個人番号カードのＩＣカード内には、プライバシー性の高い個人情報は記録されない。 

■『地方税関係情報』や『年金給付関係情報』等の特定個人情報は記録されない。  

● 住民票コード 

  ・その暗証番号 

住基ネットＡＰ 

●住基ネット事務で利用 

● 署名用電子証明書 
  ・ その暗証番号 

● 利用者証明用 
   電子証明書 
  ・ その暗証番号 

公的個人認証ＡＰ 
●行政機関等の他に、新たに  
総務大臣が定める民間事業者
に対する電子申請等に利用 

● 券面記載事項の 
   画像データ 
  ・その照合番号 

券面事項確認ＡＰ 

●券面が真正であることの確
認のために利用 

券面事項入力補助ＡＰ 

●券面事項の入力作業を省略
する等のために利用 

●市町村・都道府県等が
条例を定め利用可能 
●その他政令で定めると
ころにより、国の行政機関
等が利用可能 

● 券面記載事項の   
   テキストデータ 
  ・その暗証番号 
    及び照合番号 
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Ⅱ-３-② 個人番号カードのセキュリティ対策（その２） 

アクセス権限の制御 

アプリケーションファイアウォール 

個人番号カード 

カード 
アプリ〈Ａ〉 

カード 
アプリ〈Ｂ〉 

カード 
アプリ〈Ｃ〉 

独立 独立 情報Ａ 情報Ｂ 情報Ｃ 

アプリケーションファイアウォール 

Ａサービス用 
システム 

Ｂサービス用 
システム 

Ｃサービス用 
システム 

アクセス権限の制御 

アクセス不可 アクセス不可 

アクセス可 アクセス可 アクセス可 

アクセス権Ａ アクセス権Ｂ アクセス権Ｃ 

アクセス権
情報Ａ 

アクセス権
情報Ｂ 

アクセス権
情報Ｃ 

■ 情報を設定された各カードアプリケーション間は、 
 「アプリケーションファイアウォール」により、 
 カード内でそれぞれ独立している。 
  

■ カード内の各情報毎にアクセス権情報を設定   

                  

   ⇒「認証済みにより読出し可能」等の条件を示すｾｷｭﾘﾃｨ属性 

■ アクセス権が条件を満たすと情報にアクセス可能 

 ① アクセス権情報に対し、認証／ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ照合が成功した場合 

   ⇒アクセス権※を獲得 

  

② アクセス権がアクセス権情報の条件を満たす場合 

   ⇒情報へのアクセスが可能となる 
   
  ※ 認証／照合結果としてカードに保持されるセキュリティステータス 

アクセス権
情報Ａ 

アクセス権
情報Ｂ 

アクセス権
情報Ｃ 

アクセス権Ａ アクセス権Ｂ アクセス権Ｃ 
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Ⅱ-３-③ 個人番号カードのセキュリティ対策（その３） 

暗証番号 

■ アプリケーション毎に異なる 
  暗証番号を設定し情報を保護  

ＩＳＯ/ＩＥＣ１５４０８認証 

■ 暗証番号の入力を一定回数以上 
  間違うとカードがロックされる  

ア
プ
リ
Ａ
 

ア
プ
リ
Ｂ
 

ア
プ
リ
Ｃ
 

暗証 
番号 
Ａ 

暗証 
番号 
Ｂ 

暗証 
番号 
Ｃ 

アプリ毎に異なる暗証番号 

耐タンパー性 

入力１回目 

入力２回目 

入力３回目 

ロックされる 

※タンパー（tamper）： 
 「干渉する」「いじくる」「いたずらする」「勝手に変える」の意 
 

① に対して 

ああ 
② に対して 

個人番号カードのＩＣチップは、 
①と②の両方に対抗できる １ ２ 

■ ＩＣチップは偽造を目的とした 
  不正行為に対する  

                                               を有する。 耐タンパー性 

偽造目的の主な不正行為 

１ ２    ＩＣチップを取り出し、

電気的または物理的に情

報を不正に読み出す 

   ＩＣチップの電力消費

量や処理時間等を測定・

解析し、情報を推測 
 端子を剥がし、 

ＩＣチップを 
取り出す 

情報を 
盗み取る 

結果を統計的に解析し 
情報を推測 

●  光が当たるとメモリ内容消去 
●  メモリ回路素子が表面から観察できない 
● 電圧異常、クロック異常等の検知で動作停止 
● メモリ素子の物理配置ランダム化&暗号化 
   により、解読不可 

消費電力、処理時間をかくはんすることで、 
読み取った信号の統計的な解析を困難にする 

■ セキュリティ機能評価の 
   国際標準の認証を取得 

●ＩＳＯ/ＩＥＣ１５４０８認証とは 

 ・コンピュータシステムや製品のセキュリティ
機能の評価を行うための基準であるＣＣ
（Common Criteria）の国際標準 

 ・スマートカードが必要とするセキュリティの
要件を記述 

 ・スマートカードの製品調達者は、ＣＣに基
づき、ＰＰ（Protection Profile：利用者のセ
キュリティ要件を記述した要件仕様書）を
作成 

 ・開発者は、ＰＰに基づき、ＳＴ（Security 
Target：セキュリティ開発方針を厳密に記
述したセキュリティ設計仕様書）を作成し、
これを実装した製品を開発 

 ・評価機関が以上の過程を評価し、認証機
関が認証 

 １ 

２ 

変化を測定 

《イメージ》 
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 電子申請等 

申請書等 
（平文） ＋ 

  電子署名 
 （申請書等を住民の 

秘密鍵で署名） 
＋ 

公開鍵＋電子
証明書 

本人確認情報 
の通知 

 
既存住基システム 

行政機関等 
(国・地方公共団体の機関等) 

民間認証事業者 

署名検証者 

電子証明書発行申請    
 （基本４情報＋公開鍵） 

（住民の本人確認に活用） 

インターネット 

コミュニケーション 
サーバ（CS） 

住民基本台帳 
ネットワークシステム 

住  民 

市町村窓口 市町村窓口 市町村窓口 

電子証明書交付 

市町村窓口 

都道府県知事 
（証明書発行・失効情報管理機関） 

市町村長（本人確認機関） 

失
効
リ
ス
ト 

市町村窓口 

総合行政ネットワーク（LGWAN） 

全国サーバ／ 
都道府県サーバ 

異動等情報 
の提供 

公的個人認証 
サービス端末へ 
の４情報の提供 

総合行政ネットワーク（LGWAN）等 

電子証明書の有効性確認
（失効リストへの問い合わ

せ） 

住民基本台帳カード等
への秘密鍵・電子証明
書の記録 

都道府県単位認証局 
（２８年１月以降はＪ－ＬＩＳが実施主体となる） 

○ オンラインでの行政手続等における本人確認のための公的サービス。 

○ 成りすまし、改ざん、送信否認などを防ぐため、高いセキュリティを確保。 

○ 電子証明書の発行件数：約284万件（2014年10月末現在） 

→委任先： 
指定認証機関への委任が可能 

地方公共団体情報システム機構 
（J-LIS） 

住民基本台帳カード 
 

○○市 

2019年 4月30日まで有効 

生年月日 

氏  名 

住  所 

 

連絡先 

平成12年11月 2日 性別 男 

住民 太郎 

○○県○○市○○区△△○丁目○○ 

 

○○市役所市民課 

写真 
20m
m＊
16m
m 

青色・・・電子証明書発行申請 

黄色・・・日々の情報更新 

赤色・・・電子申請 

Ⅱ-３-④ 公的個人認証サービスの概要 
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署名用電子証明書（既存） 利用者証明用電子証明書（新規） 
（性質） 
インターネットで電子文書を送信する際などに、署名用電子証明書を用い
て、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組み 
 
（利用局面） 
e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用される。 
 
（利用されるデータの概要） 
 
 
 
 

※基本４情報を記録 

（性質） 
インターネットを閲覧する際などに、利用者証明用電子証明書（基本４情
報の記載なし）を用いて、利用者本人であることのみを証明する仕組み 
 
（利用局面） 
マイ・ポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用され
る。 
 
（利用されるデータの概要） 
 
 
 
 

※基本４情報の記録なし 

署名用 
秘密鍵 

利用者証明用 
秘密鍵 

公開鍵暗号方式 
公的個人認証サービスが採用する暗号方式。秘密鍵と
公開鍵はペアとなっており、片方の鍵で暗号化されたも
のは、もう一方の鍵でしか復号できない性質をもつ。 

※ 秘密鍵を無理に読みだそうとすると、
ICチップが壊れる仕組み 

※ 秘密鍵を無理に読みだそうとする
と、ICチップが壊れる仕組み 

電子証明書のイメージ 電子証明書のイメージ 

※ カードの中の格納された領域から外
に出ることがない 

※ カードの中の格納された領域か
ら外に出ることがない 

Ⅱ-３-⑤ 個人番号カードに格納される公的個人認証サービスについて 

58



顧客マスタ

署名検証者（金融機関など） 

④ 署名検証
・公開鍵に対応する秘密鍵で
 署名されたか
・電子証明書が有効か

地方公共団体情報システム機構 

⑦ 署名用電子証明書
の発行番号（S１１１１） 
を送信

・本人申請内容確認 
（ｵﾝﾗｲﾝ申請内容と電子証
明書内容との突合）

・申請内容の登録

・二つの電子証明書を紐
付けて管理

（Ｓ１１１１－Ｒ２２２２）

⑥ 有効性確認結果

①’代行入力
① 申込書入力

② 秘密鍵を用いて
申込書に電子署名
を行う

口座開設申込み 

①’代行入力

② 秘密鍵を用いて
電子利用者証明
を行う

ネット上での取引など 

③ 申請

③ログイン

④’ 利用者証明検証

口座開設兼 
個人ポータル開設 
申込書 

ログイン

ログイン画面 

① 画面を表示

番号カード 個人番号カード 

番号カード 個人番号カード 

〇〇銀行 
お客様総合ポータル 

⑧ 利用者証明用電子
証明書の発行番号を（R
２２２２）回答

顧客の利用者証明用電子証明書が送
信された際に、発行番号を確認すれ
ば、どこの誰からのアクセスなのか

判明！！ 

次回以降の手順 

ＩＤ／パスワードを超えるセ
キュリティ水準を確保 

有効でない場合は、顧
客の住所が変更されて
いる可能性等を把握。 

Ⅱ-３-⑥ 新しい公的個人認証サービス（署名と利用者証明）活用フロー（イメージ） 

署名用電子証明書サーバ

利用者証明用電子証明書サーバ

電子証明書の紐付け情報
データベース

⑤’ 有効性確認の依頼

⑥’ 有効性確認結果

署名用電子証明書 

氏名 霞 太郎 

生年月日 〇年〇月〇日 

性別 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ
関２－１－１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｓ１１１１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｒ２２２２ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｒ２２２２ 

利用者証明用 

電子証明書 

文書なし

氏名 霞 太郎 

生年月日 〇年〇月〇日 

性別 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ
関２－１－１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｓ１１１１ 

申込書

申込書

基本４情報をネット上に流通
させることなく安全にログイ
ンができる 

インターネット
店頭
いずれも可能

口座開設時の本人 
確認書類に相当 

⑤ 有効性確認の依頼
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○ e-Taxなど行政機関等の手続に限られていた公的個人認証サービスを
民間企業の様々なサービスに利用が可能に 

（サービスメニュー例） 

残高確認 

振込・送金 

（例）金融機関のサイト 

ローン 

定期預金 

（サービスメニュー例） 

診断書申込 

診療履歴 

（例）医療機関のサイト 

健診結果 

投薬歴 

（サービスメニュー例） 

購入履歴 

（例）ショッピングサイト 

オークション出
品 

ポイント 
確認・交換 

登録内容 
変更 

（サービスメニュー例） 

アクセス記録表
示機能 

自己情報 
表示機能 

マイポータル 

プッシュ型 
サービス 

ワンストップ
サービス 

（サービスメニュー例） 

利用者登録 
情報の変更 

e-Tax 

確定申告の 
作成 

お知らせ サポート情報 

利用場面が拡大 

○ ID・パスワード方式よりも高いセキュリティレベルを要求される
サービスへ、今後も普及拡大 

Ⅱ-３-⑦ 公的個人認証サービスの民間拡大について 

電子証明書 
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公的個人認証の民
間拡大 

①安価で迅速な顧客登録（アカウント開設）
 （例）銀行オンライン口座など 

従来の手続き方法に比べ、安価で迅速な開設が可能に。 

②顧客情報の「異動」の契機の把握

 顧客から提出を受けた電子証明書の利用により、何らかの顧客情報の変化
を把握し、より迅速で効率的な情報更新が可能に。 

③確実な登録ユーザーの確認

ＩＤ・パスワード方式のログインに比べ、格段に強固なセキュリ 
ティ機能を備え、確実な本人確認を実施。 

④お客様カードの代替

顧客情報等に関する正確な情報をデータベースで保存・管理する 
ことができるため、独自のメンバーズカードの発行が省略可能。 

Ⅱ-３-⑧ 公的個人認証サービス利用によるメリット 
～ 民間事業者の皆様へ ～ 

電子証明書
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世界最先端IT国家創造宣言 工程表 改定（平成26年6月24日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略（IT戦略）本部決定） 

○個人番号カードの普及

・ 2016 年1 月より、個人番号カードの交付を開始する。個人番号カードの費用負担のあり方については、初回交付について窓口で本人の費
用負担が生じないよう、検討する。

・ 暮らしに係る公的サービス及び国家資格等の資格の証明に係るカード類（健康保険証、各種国家資格等資格証明書、国家公務員身分証
明書等）について、個人番号カードへの一元化に向けた検討を行い、2016 年1 月の交付開始以降、順次、一元化を行うとともに、印鑑証明
カードや施設利用カード等の個人番号カードへの一体化等、市町村による独自利用を推進する。

・ 個人番号カードで利用できるコンビニエンスストアでの住民票の写し等の交付等のサービスについて、利用できる地方公共団体・事業者を
拡大するとともに、対象手続きの拡大について検討を行い、2016 年1 月以降、順次、拡大を行う。 

・ 公的な身分証明書として、2016 年1 月までに、法令に基づくものを含め、官民の様々な本人確認を要する場面において本人確認手段とし
て利用できるよう、取扱上の留意点を含め、調整・周知を行う。

・ 個人番号カードで利用できる公的個人認証サービスについて、署名用電子証明書の現在3年の有効期間の延長、利用者証明用電子証明

書の導入や発行手数料の低減を図る。また、対面・書面に代わるものとして、当該サービスを利用した行政手続き等の拡大･見直しについ
て検討を行い、2016 年1 月以降、順次、実施するとともに、署名検証者の、金融機関や医療機関、CATV事業者等の民間事業者への拡大に
向け、民間におけるユースケースの明確化に係る実証、民間事業者への利用の働きかけ等を行う。

○マイナンバーの利活用推進

・ マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用（特に①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、④医療・介護・健康情報の管理・連携、
⑤自動車検査登録事務等）について検討を行い、その状況を2014 年秋までに政府CIO に報告する。

世界最先端IT国家創造宣言 改定（平成26年6月24日 閣議決定） 

個人番号カードについては、そのIC チップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証や国家公務員身分証明書など、公

的サービスや国家資格等の資格の証明等に係るカード類の一体化／一元化、個人番号カードで利用できるコンビニエンスストアでの住民票
の写し等の交付等のサービスの拡大、放送・通信分野等における個人番号カードの民間利活用場面の拡大、実社会における対面及びオン
ライン上の非対面での本人確認手段としての利活用場面の拡大や、取得に係る負担の軽減等により、広く普及を図る。

Ⅱ-４-① 個人番号カードの普及に係る政府の方針 
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マイナンバー制度への期待と課題 

期
待

課
題

⇒マイナンバー制度は、社会保障制度や税制、ＩＴ社会の基盤となるもの。
・これまで実現が困難とされていた新たな制度設計が可能に。
・より正確な所得把握等を通じて、より公平な社会保障や税の執行を実現。
・行政機関での正確で効率的な情報管理に資する。
・国民が官民のオンラインサービスを安心、安全に利用し、メリットを実感できる社会を実現。

⇒マイナンバー制度の導入、定着、そして発展に向けて、国民の期待は大きく、すでに多額の税金が投入されており、絶対に失敗は許されない。
・「個人番号カード」を広く国民に持ってもらうことが必要不可欠な大前提。
・仮に、個人番号カードを普及させる確実な手立てを講じられないのであれば、マイナンバー制度の施行は凍結すべき。

健康保険証機能の個人番号カードへの集約化 

○ 2016年１月以降、直ちに個人番号カードを健康保険証として利用

○ 健康保険証機能の個人番号カードへの集約化により、2018年度までに
約8700万枚普及（国民の約2/3が保有）

2015年   2016年   2017年   2018年   2019年  2020年 

健康保険証機能の
個人番号カード
への切替時期

１月 個人番号カード交付開始▼ 

共済組合員証等 

市区町村が保険者の医療保険及び介護保険の被保険者証 

職域保険の被保険者証 

切り替えを希望する被保険者の後期高齢者医療保険証 

個人番号カードの普及策 

交付方法の再考

多様な申請・交付の手
段を市町村長が採りえ
るよう、柔軟に対応。

多くの国民が保有するカードとの機
能一元化

健康保険証機能を個人番号カード
に集約。自動車運転免許証も中長
期課題として検討。

官民の各種カードの機能一元化

国や地方公共団体が発行するカードは順次個
人番号カードに置き換え。民間事業者のＩＣチッ
プ空き領域利用解禁、社員証・学生証・診察
券・キャッシュカード等に利用。

無料交付

当面は国が全額費用負担し、無
料交付。民間事業者（スポン
サー）による費用負担も中長期
課題として検討。

 現行のマイナンバー法で対応可能。個人番号カードの普及効果大。 
 医療機関の窓口で被保険者番号の代わりにマイナンバーを利用

 健康保険証発行費用の縮減、顔写真の確認による成りすまし受診の防止が可能 
 現行法で想定されているレセプトへのマイナンバー記載も容易 
 大規模なシステム改修は不要

 個人番号カードの券面の空きスペースに保険者を識別するシールを貼るなどして、
加入している保険の種類がわかるようにする必要 

Ⅱ-４-② 自民党ＩＴ戦略特命委員会・マイナンバー利活用小委員会 緊急提言（平成26年７月３日）の概要 

63



Ⅱ-４-③ 個人番号カードの多目的利用の方法 

利用によるメリット 

行 政 側 

住 民 側 

主な利用の方法は２つ 

カードを多く持たずに済む 

多くのカードを一元化 のコスト削減が可能 

利便性の向上が可能 

アプリのインストール 条例の制定 

① 独自アプリを搭載
する方法

利用希望者のカードへの 
インストール作業が必要 必要 

② 標準アプリ（その中に

格納される電子証明書）

を活用する方法

作業不要 
（標準搭載） 

不要 

カード発行 

カード管理 

※①②のほか、券面の磁気ストライプ等を利用する方法もある。 ※カード申請者が同時に電子証明書を申請して頂けるよう、申請書の統合の検討、手数料の調整等を実施。 64



Ⅱ-４-④ 独自アプリを搭載する方法（現状） 

サービス名 団体数 カードＡＰの種類 概  要

コンビニ交付サービス 88 業務タイプA コンビニでの証明書等交付に利用

自動交付機サービス 89 業務タイプA 自動交付機での証明書等交付に利用

広域交付・窓口交付サービス 20 
業務タイプA 複数の市町村をまたがった証明書等交付に利用

市町村の窓口での証明書等交付に利用

申請書自動作成サービス 6 業務タイプA 
共通カードAP 

窓口で申請する書類に４情報等を自動的に表示（４情報等の記入の
省力化のために利用）

図書館サービス 49 業務タイプA 
共通カードAP 

図書館カードとして利用

印鑑登録証サービス 58 業務タイプA 
共通カードAP 

印鑑登録証として利用

商店街ポイントサービス 5 独自AP 商店街共通のポイントカードとして利用

プリペイド式電子マネー機能サービス 4 業務タイプA 電子マネーとして利用

出退勤管理サービス 1 独自AP 職員の出退勤を管理するために利用

学童安心安全サービス 1 共通カードAP 児童の出席を管理するために利用

健康づくりポイント管理サービス 1 共通カードAP 温泉利用のためのポイントサービスとして利用

福祉相談支援サービス 1 共通カードAP 福祉サイト（ナビゲーション）で利用（停止中）

一時預りサービス 1 共通カードAP 電子ロッカーとして利用（停止中）

安否情報サービス 0 
業務タイプD 消防庁の安否情報システムに避難者の情報を登録する際に利用（利

用団体なし）
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 市町村の住民基本台帳に記録されている者が国外に転出した場合には、その者の住民票は消除され、

以降、個人番号利用事務の処理に当たり活用される住基ネット上の本人確認情報（４情報（氏名・住

所・生年月日・性別）、住民票コードとこれらの変更情報）の更新は行われない。また、個人番号

カードは、国外に転出したときに失効し、当該カードを市町村長に遅滞なく返納しなければならない

こととされている（番号法施行令第14条第１号及び第15条第３項）。 

３.海外に在留する者への行政サービスの提供のあり方

●個人番号の利用により海外での提供が想定される行政サービス

●行政サービスの提供主体のあり方

●海外に関係する現行他制度との関係の整理

【検討の視点】 

【検討項目】Ⅲ 海外に在留する者への行政サービスの提供のあり方 
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Ⅲ-１-① 検討の趣旨／海外在留者の個人番号に係る現行の取扱い 

【検討の趣旨】 
○ 現行の番号制度では、海外在留者が個人番号を利用することが想定されているものの、
個人番号を最新の４情報と紐付けて管理できないことや個人番号の変更ができないなどの 
課題があり、海外在留者は増加の一途をたどっていることから、海外在留者の個人番号の 
取扱いのあり方について検討をする必要性は高いものと考える。 

【海外在留者の個人番号に係る現行の取扱い】 
○ 市町村の住民基本台帳に記録されている者が国外に転出した場合には、その者の住民票
は消除され、以降、個人番号利用事務の処理に当たり活用される住基ネット上の本人確認 
情報の更新は行われない。 

○ 個人番号カードは、国外転出時に失効し、当該カードを市町村に遅滞なく返納しなけれ
ばならず、市町村は返納を受けたカードに失効した旨を表示し、当該カードを返納した者 
に還付するものとする。 

（※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（以下 
「番号法施行令」という。）第十四条第１項第一号及び第十五条第３項の規定、及び行政手 
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード 
及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関 
する省令（以下「番号法カード省令」という。）第三十条参照。） 
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○ 海外在留者に対して提供されているサービスの中で、個人番号を利用することにより、行政
事務の効率化・利便性の向上等の効果が期待できるものは以下のとおり。 

① 現在番号利用事務とされており、国外転出後も個人番号を利用した手続が必要となるもの
（例）・年 金 制 度 ～：海外に居住する日本人は国民年金に任意加入可能 

海外在住者でも、年金受給のための手続（裁定請求）や年金の継続 
受給が可能 

・健康保険制度～：海外でかかった医療費は、一旦全額負担した（支払った）後、加入 
している健康保険組合等に請求手続を行うことで、健康保険組合等  
が負担する分の医療費の還付を受けることが可能 

・税 制 度 ～：海外在留者が国内にある不動産の貸付による所得等、日本国内で生 
じた所得があるときは、日本における確定申告が必要となる 

→ 上記に例示したような手続を行う際に、個人番号を利用することが想定されるところ 
  ※ 国外転出時に、失効処理を行った個人番号カードを還付するため、個人番号の確認は 

可能であるが、個人番号の新規付番・変更等は不可 

② 将来的に個人番号の利用対象として海外在留者に対する行政サービスに拡大されれば利便
 性が高まると考えられるもの 
（例）・旅券の発給事務への活用 

・渡航書等海外在留時の各種届出への活用 
・在外選挙関係事務への活用 
・マイ・ポータル／マイ・ガバメントを通じた各種・申請・届出・プッシュ型情報提供 
への活用 

Ⅲ-１-② 海外在留者が個人番号を利用できる場合のメリット 

68



【現行制度の手続（国内での取扱い）】 
・住民に対して、住所地市町村の長が個人番号の付番を行い、個人番号を住民票の記載事 
 項とした上で管理 
・個人番号を本人確認情報として位置づけ、住基ネットを通じて個人番号・４情報の確認 
 が可能 
・個人番号の変更・個人番号カードの交付等の手続は、住所地市町村で実施 

 このような現行制度の手続を踏まえると、海外在留者が個人番号を利用する上で、以下 
２つの課題が想定されるところ。 

１ 個人番号・４情報の管理主体 
  国外転出した際、住民票が消除され、本人確認情報は更新されない取扱いとなる。その 

ため、海外在留時の個人番号・４情報の管理主体が不在となり、住民基本台帳や住基 
ネットを通じた個人番号・４情報の確認ができない状況となる。 

２ 個人番号関係手続の実施の方法 
  個人番号・４情報の管理とあわせて、海外在留者の個人番号の付番・変更、個人番号 

カードの交付・券面記載事項の変更等、個人番号関係の手続をどこで、どのように行うか、 
個人番号カードの継続利用は可能か、検討する必要がある。 

Ⅲ-１-③ 海外在留者が個人番号を利用する上での課題 
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【課題】 
１ 個人番号・４情報の管理主体 

国外転出した際、住民票が消除され、本人確認情報は更新されない取扱いとなる。 
そのため、海外在留時の個人番号・４情報の管理主体が不在となり、住民基本台帳や 
住基ネットを通じた個人番号・４情報の確認ができない状況となる。 

【論点】 
（１）個人番号・４情報の管理主体 

→ 現在、国内における運用では住所地市町村が担っている個人番号・４情報の管理主 
体をどこが担うか 

（２）個人番号・４情報の管理方法 
→ 国外における個人番号・４情報の管理方法を、既存の制度等も参考にしつつ検討 
①在留届に基づく情報の活用
②戸籍（＠本籍地市町村）・住民基本台帳（＠最終住所地市町村）の活用 等
③在外選挙人名簿の活用

（３）法令等の整備 
→ 国外転出した者の個人番号・４情報を管理する主体を規定する法令等の整備が必要 

Ⅲ-２-① 課題１ 個人番号・４情報の管理主体① 
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【個人番号・４情報の管理主体として想定される３パターン／整理表】

Ⅲ-２-② 課題１ 個人番号・４情報の管理主体② 

管理主体 
海外在留者に対して 
実施する事務（例） 

住民基本台帳の
代替となる可能
性のある制度 

想定されるメリット・デメリット 

①在外公館が実施
在留届、旅券に係
る事務 

在留届 

○在留届と一括して処理を行うことで効
率化が期待される 
●在外公館で個人番号・４情報の管理を
実施することにつき、整理が必要 

②直接市町村
（最終住所地又は
本籍地）が実施 

国民年金に係る事
務 

住民基本台帳
（除票） 
戸籍簿 

○既存インフラ（住基台帳、住基ネッ
ト）の利用が容易 
●海外在留者にとって負担が大きい

③在外公館が窓口
となり、窓口を経
由して市町村で実
施 

戸籍に係る事務 
在外選挙に係る事
務 

住民基本台帳
（除票） 
戸籍簿 
在外選挙人名
簿 

○在外公館を窓口とした事務フローが確
立 
●在外公館を経由することでタイムラグ
が発生するおそれがあるとともに、新規
の事務を在外公館で実施することに際し
調整項目が多い 
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【課題】 
２ 個人番号関係手続の実施の方法 

個人番号・４情報の管理とあわせて、海外在留者の個人番号の付番・変更、個人番 
号カードの交付・券面記載事項の変更等、個人番号関係の手続をどこで、どのように 
行うか、個人番号カードの継続利用は可能か、検討する必要がある。 

【論点】 
（１）対象となる手続・実施方法 

（想定される個人番号関係手続） 
・個人番号の付番・変更の手続 ・個人番号カードの交付・再交付 
・個人番号カードの記載事項の変更 等 
※J-LISへの委任により行っている手続をどのように実施するか 

（２）事務フロー及び在外公館など関係機関の役割分担 
 → 既存の事務処理（在外選挙）の事務フロー・役割分担も参考にしつつ検討 

（３）個人番号カードの国外での使用 
→ 将来的な取扱いとして、個人番号カードについては、国外転出先でも個人番号証明に係る一定 
 のニーズがあることを踏まえ、個人番号カードを有効な状態で国外でも使用できる取扱いとする 

  ことは可能か 
（懸案事項） 
・公的個人認証の有効性  ・カード管理情報の共有 

（４）法令等の整備 
 → 国外転出した者の個人番号関係事務の取扱いを規定する法令等の整備が必要 

Ⅲ-２-③ 課題２ 個人番号関係手続の実施の方法 

72



【想定される対応例】 
○国外転出前の最終住所地市町村において、個人番号・４情報の管理を行う。
・個人番号・４情報の管理

国外転出前の最終住所地市町村において、国外転出者の個人番号・４情報を、当該市 
町村に居住する住民の住民基本台帳に準じて管理する。住基ネット上も、既存の国内居 
住者に準じて、国外転出者の個人番号・４情報を記録し、変更の都度、更新を行うもの 
とする。 

・住民票コード・個人番号の付番の手続 
  出生届が在外公館経由で本籍のある市町村に送付された場合、最終住所地市町村に通 
知を行うことを義務づけ、当該通知に基づき、住民票コード及び個人番号の付番を行う。 
個人番号の通知についても、最終住所地市町村が行うこととする。 

・個人番号カードの交付・管理 
  個人番号カードの交付・管理については、国内の扱いに準じて、地方公共団体情報シ 
ステム機構（J-LIS）への委任により、最終住所地市町村が行うこととする。 

  カードの交付は在外公館の窓口で行うこととし、番号確認と本人確認を行った上で、 
交付することとする。 

  カード管理情報については、最終住所地市町村において、住基ネットに記録すること 
とする。 

Ⅲ-２-④ 想定される課題への対応例 
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Ⅲ-２-⑤ 海外在留者の個人番号利用のイメージ 

年金の裁定請求

最終住所地市町村

窓口事務（申請等の受付）を
実施。

最終住所地市町村と海外在留
者のパイプ役を担う。

在外公館

厚生年金の裁定
請求の際に個人
番号を提示

納税手続

個人番号カード交付申請

個人番号
カードの交付

個人番号を通知

国外転出者の個人番号・４情報の管
理を担う。

国外転出者の個人番号・４情報を、当
該市町村に居住する住民の住民基本
台帳に準じて管理する。

税務署

年金事務所

日本国内で生じ
た所得について
確定申告を行う
際に番号を記載

出生時

【海外】 【国内】

法定調書の名寄せや申告書
との突合が、より効率的かつ
正確に行えるようになり、所得
把握の正確性が向上

在留証明等添付書類の省略
ができるようになる可能性有

1234 ････ ････  

1234 ････ ････  

1234 ････ ････  

住基
ネット

（国外転出者）

既存住基

国外転出者の個人番号・４
情報を記録し、変更の都度、
更新を行う。

カード管理情報については、
最終住所地市町村におい
て、住基ネットに記録する。

出生届の提出

本籍のある市町村

出生の通知

個人番号の
付番
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○ 海外在留者の個人番号カードの利用が可能となることで、海外在留時でもマイ・ポータル／マ
イ・ガバメントによる行政サービスの利用及び提供を受けることができるようになる。
 そのことにより、以下の内容が実現することで、海外在留者の行政手続に係る利便性がより一
層向上することが期待される。

・海外在留時でも、行政手続に係る電子申請が可能となる。
  ・海外在留時でも、行政手続の事務処理に係る情報提供等記録の確認ができるようになる。
  ・在外公館や最終住所地市町村・本籍のある市町村等から、プッシュ型情報の提供を受けることが可能とな
  る。

【マイ・ポータル／マイ・ガバメントで提供するサービス（マイナンバー等分科会の資料を一部編集）】

Ⅲ-３ 海外在留者の個人番号カードの利用（マイ・ポータル／マイ・ガバメントを活用した行政サービス） 

提供する主なサービス 

利用者の自己情報の閲覧 

利用者の特定個人情報や医療・ 健康・
介護等に係る自己情報を、 マイ・ポー
タルや公的個人認証を利用して、分か
りやすく、タイムリーに、必要に応じ閲
覧可能に 

プッシュ型サービス 

利用者に係る情報に基づき、その利
益になる情報（政府広報等お知らせ、
子育て等サービス情報、給付金等の
資格通知、権利の得喪に係るアラート
等）を提供 

ワンストップサービス 

引越しや死亡等のライフイベントの際
に必要となる官民の様々な手続きを、
オンラインで一括化 

利便性の高いサービス利用に必要な基盤 

 電子的に完結するよう、必要な情報をデータで入手・利用する仕組み（マイポータル/電子私書箱） 

（例：生命保険料控除証明書等をデータで受信し、そのままe-taxによる確定申告等に利用等） 

シームレスな官民サービス利用を可能とする、本人確認に係る官民連携基盤 

（例：民間ポータル上でのお知らせ確認、e-taxで確定申告→そのままオンライン銀行で納付等） 
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※番号法施行令 
 （個人番号カードが失効する場合） 
第十四条 法第十七条第六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 
  一 個人番号カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。 
  二～十（省略） 

（個人番号カードの返納） 
第十五条 
１、２ （省略） 
３ 個人番号カードの交付を受けている者は、前条第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当 

した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、 
当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に遅滞なく返納しなければな 
らない。 

４、５ （省略） 

※番号法カード省令 
 （国外転出者に対する個人番号カードの還付） 
第三十条 住所地市町村長は、令第十五条第三項の規定により個人番号カードの返納を受けた場合（令第 

十四条第二号、第五号又は第六号に該当して当該個人番号カードの返納を受けた場合を除く。）におい 
ては、これに当該個人番号カードが失効した旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付する 
ものとする。 

Ⅲ 海外在留者の個人番号に係る関連規定 
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○ 在留届／帰国届
在留届：旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在する日本

 人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館（在外公館）に 
 「在留届」を提出するよう義務付け。ただし、３か月未満でも任意届出可能。 

  ・在留届は、実際に現地到着後、住所等確定した情報について届出。 
・在留届の提出方法 

電子届出（在留届電子届出システム（ORRnet））あるいは用紙（在外公館へ持参・ 
Fax・郵送） 

・在留届の記載事項 
氏名、本籍、海外住所・留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族等 

帰国届：在留届の記載事項の変更届として帰国届を提出。 
    ・帰国届の提出方法 

電子届出（ORRnet（変更・帰国届出））あるいは用紙（在外公館へ持参・Fax・郵 
送） 
※在留届を用紙（在外公館へ持参・Fax・郵送）で行った場合、電子届出不可 
※記載事項（氏名、本籍、旧住所、新住所および連絡先、旅券番号、同居家族等） 

電子申請 電子申請
（ORRnet） （ORRnet） 

用紙 用紙

       （持参・Fax・郵送） （持参・Fax・郵送）           

Ⅲ 【参考】現状の関連制度における海外在留者の扱い① 

在留届 帰国届

在外公館
※現地到着後
届出可

※帰国前後を
問わず届出可
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Ⅲ 【参考】現状の関連制度における海外在留者の扱い② 

○ 在外選挙
国外に居住する日本人は、在外選挙人名簿への登録を行うことで、国政選挙における在外投票が 

 可能となる。 
 ※在留届提出時点で、在外選挙人名簿登録申請が可能となる（平成19年～）。 
 （ただし在留届（ORRnet）のような電子申請手続は未整備） 

・投票方法 
在外公館投票と郵便投票のいずれかの投票方法を選択できるようになる（平成16年～）。 

 比例代表選挙のみでなく、小選挙区選挙にも投票が可能となる（平成19年～）。 
・在外選挙人名簿登録を行う市区町村 
 在外選挙人名簿登録申請の対象となる選挙管理委員会は、平成６年４月30日以前に出国した者、国   
外で生まれ日本で暮らしたことがない者は本籍地、それ以外は出国時の住民票所在地の市区町村と 
なる。 

※転居や婚姻等により、在外選挙人証の記載事項（住所・氏名）を変更する場合、届出義務有り。 

   （出典：外務省〈http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html〉） 78



Ⅲ 【参考】現状の関連制度における海外在留者の扱い③ 

○ 戸籍制度
海外で国籍・戸籍の記載事項に変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる

場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付け。 
  在外公館窓口を通じて本籍のある市町村へ届出によるほか、本籍のある市町村に直接  
（郵送）届出も可。 

＜手続一覧＞ 
【戸籍関係】出生届、婚姻届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、特別養子縁組 

届、外国人との婚姻による氏の変更届、外国人との離婚による氏の変更届、離婚の際 
に称していた氏を称する届、入籍届、転籍届、親権（管理権）届、婚姻解消事由（死 
亡事項）記載方に関する申出書、戸籍法に基づく国籍取得届、申出書、追完届 

【国籍関係】国籍選択届、国籍喪失届 

※出生届：生まれた日を含めて３ヶ月以内に届出。なお、出生により外国の国籍も取得して 
いる場合、この届出期限を過ぎると日本国籍を喪失し、日本側への出生届は不可 
能となる。 

在外公館

本籍のある市町村 

本籍のある市町村に
直接（郵送）届出も可

在外公館窓口
への届出

本籍のある市町村へ
転送

戸籍に関する届出
の処理を実施
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 マイポータルについては、番号法附則第６条において、政府は、番号法施行後１年を目途として情
報提供等記録開示システム（マイポータル）を設置することとされており、主な機能として以下のも
のが想定されている。 
① 情報提供記録表示：自分の特定個人情報をいつ、誰が、なぜ情報提供したのかを確認する機能
（番号法附則第６条第５項） 

② 自己情報表示：行政機関が保有する自分の特定個人情報を確認する機能（番号法附則第６条第
６項１号） 

③ プッシュ型サービス：一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能（番号
法附則第６条第６項第２号） 

④ ワンストップサービス：行政機関などへの手続を一度で済ませる機能（番号法附則第６条第６
項第３号） 

 また、「ＩＴ国家創造宣言（改定）」（平成26年６月24日閣議決定）及び「同工程表（改定）」
（平成26年６月24日ＩＴ戦略本部決定）において、政府は情報提供等記録開示システムについては、
スマートフォン、タブレット端末やＣＡＴＶなど、多様なチャンネルで利用可能にするとともに、そ
の機能を拡大し、プッシュ型・ワンストップサービスなど、暮らしに係る利便性の高い官民のサービ 
スを利用可能なマイガバメントへの拡張を図るとされている。 

４.マイポータルを活用したプッシュ型情報提供・電子申請

●プッシュ型情報提供の地方公共団体における具体的活用事例の検討
① 年齢別や地域別等の分類による広いグループに対する情報提供

災害情報などの地方公共団体からのお知らせ
② 特定の個人に対する情報提供

子育てや介護等のサービスに係る情報提供、各種給付等の資格通知（保育所の入所手続、予防
接種や健診のお知らせ、国民健康保健の資格確認など） 

●プッシュ型情報提供からマイポータル上で電子申請につなげるための仕組みの検討
●民間事業者との連携を含めた将来的な活用の可能性（ワンストップサービスの実現）
電子申請に伴う税金や公金収納に際しての民間金融機関との連携、住所変更等に伴うライフライン

事業者、金融機関等との連携 等 

【検討の視点】 

【検討項目】Ⅳ マイポータルを活用したプッシュ型情報提供・電子申請 
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マイガバメント
マイポータルを活用し、利便性の高いオンラインサービスを 

多様なチャンネルで提供 

マイポータル
マイナンバーに係る情報表示や行政サービスを提供 

• マイナンバー法附則において、政府は、2017年１月を目途に、①自己の特定個人情報及び②その
提供記録の確認を行うことが出来る「マイポータル」（情報提供等記録開示システム）を設置するこ
ととされている。
また、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用も視野に入れ、マイ・ポータルを利
用した、マイナンバー利用事務に係る③プッシュ型サービス及び④ワンストップサービスの提供や、
簡易な本人確認等について検討し、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとされている。

• これを踏まえ、政府のＩＴ戦略である「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」においては、マイ・ポータルの
活用し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャンネルで利用可能
にする「マイガバメント」を実現するとされている。

②情報提供等記録表示
自分の特定個人情報をいつ、誰が、なぜ
情報提供したのかを確認する機能 

①自己情報表示
行政機関などが持っている自分の特
定個人情報について確認する機能 

④ワンストップサービス
行政機関などへの手続を一度で済ま
せる機能 

③プッシュ型サービス
一人ひとりに合った行政機関などか
らのお知らせを表示する機能 

Ⅳ マイポータル／マイガバメントについて
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マイ・ポータル／マイ・ガバメント
（仮称）

ワンストップサービス（仮称）

政府が提供する電子行政サービス ( e-Gov 、各府省システム等) 

電子申請システム 

Ⅳ マイポータル／マイガバメントのイメージ

情報提供記録等開示システム
（マイ・ポータル：内閣官房） 

情報提供等記録表示 

自己情報表示 電子私書箱 

（名称未定） 

本人の特定が不要なサービス 
（認証なし）

お知らせ情報表示 
（プッシュ型サービス） 

政府からのお知らせ等 

H28度3Q～ 

ねんきんネット（日本年金機構）

ねんきんネット 

行政機関・民間連動型 
ワンストップサービス 

国税電子申告・納税システム等(国税庁) 

ｅ‐Ｔａｘ 
確定申告書等 
作成コーナー 

情報通信総合戦略（仮称：内閣官房） 

オープンデータ 
ポータル 

ＩＴダッシュボード 

特定個人向けサービス

医療・健康情報 
サービス（仮称） 

災害・防災情報

災害・防災情報提供 
サービス（仮称） 

ライフイベント（出生、結婚、転居、退職、死亡など）
毎の申請等を官民ワンストップで提供するサービス

主に行政機関からのお知らせ情
報を受け取るサービス 

電子申請システム 

利用機会の確保
・多様で身近な利用

  チャネルの確保
・情報弱者対策

民間コンテンツ

本人確認

地方公共団体等が提供する電子行政サービス

電子申請システム 
各地方公共団体からの 

お知らせ等 
電子申請システム 

本人の特定が必要なサービス 
（ID＋パスワードなど） 高いレベルで本人の特定が必要なサービス

（公的個人認証など）

主に民間からの情報を
受け取るサービス

eLTAX 

ｅ‐Ｔａｘ 

eLTAX 
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マイ・ポータル／マイ・ガバメント
（仮称）

ワンストップサービス（仮称）

政府が提供する電子行政サービス等 ( e-Gov 、各府省システム等) 

電子申請システム 

Ⅳ マイガバメント（法人向け）のイメージ

電子私書箱 

（名称未定） 

法人の特定が不要なサービス 
（認証なし）

政府からのお知らせ等 

法人向け 
ワンストップサービス 

国税電子申告・納税システム等(国税庁) 

ｅ‐Ｔａｘ 
法人番号公表 

（仮称） 

情報通信総合戦略（仮称：内閣官房） 

オープンデータ 
ポータル 

ＩＴダッシュボード 

災害・防災情報

災害・防災情報提供 
サービス（仮称） 

入札参加資格の一括届出サービスなど

電子申請システム 

民間コンテンツ

地方公共団体等が提供する電子行政サービス

電子申請システム 
各地方公共団体からの 

お知らせ等 
電子申請システム 

eLTAX 

法人の特定が必要なサービス 
（ID＋パスワードなど） 高いレベルで法人の特定が必要なサービス

（商業登記に基づく電子認証など） 

ｅ‐Ｔａｘ 

eLTAX 
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サポートを受けながらの利用や 
代理人による利用に係る環境整備 

スマートフォンやCATV等、 
利用チャンネルや認証手段を拡大 

提供する主なサービス

利用者の特定個人情報等の閲覧を可能とする情報提供等記録開示システム（いわゆるマイ

ポータル）を拡張し、暮らしに係る官民の利便性の高いオンラインサービスを、誰もが安全か

つ手軽に利用できる「マイガバメント」を構築する（※名称については見直しを検討）。

利用者の自己情報の閲覧 

利用者の特定個人情報や医療・
健康・介護等に係る自己情報を、
マイポータルや公的個人認証を
利用して、分かりやすく、タイム
リーに、必要に応じ閲覧可能に 

プッシュ型サービス 

利用者に係る情報に基づき、そ
の利益になる情報（政府広報等
お知らせ、子育て等サービス情
報、給付金等の資格通知、権利
の得喪に係るアラート等）を提供 

ワンストップサービス 

引越しや死亡等のライフイベント
の際に必要となる官民の様々な
手続きを、オンラインで一括化 

利便性の高いサービス利用に必要な基盤

電子的に完結するよう、必要な情報をデータで入手・利用する仕組み（マイポータル/電子私書箱） 
（例：生命保険料控除証明書等をデータで受信し、そのままe-taxによる確定申告等に利用等） 

Ⅳ マイポータル／マイガバメントの構築

シームレスな官民サービス利用を可能とする、本人確認に係る官民連携基盤 
（例：民間ポータル上でのお知らせ確認、e-taxで確定申告→そのままオンライン銀行で納付等） 
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「マイガバメント（仮称）」の実現 個人番号カードの普及 マイナンバー及び法人番号の利活用

創
造
宣
言

• 政府情報システムについて、個人番号カード
等による本人認証を一括して行える認証プ
ラットフォーム（仮称）の構築に向けて検討。

• マイポータルをスマートフォンやCATV等、多
様なチャネルで利用可能に。

• マイポータルの機能を拡大し、暮らしに係る
利便性の高い官民オンラインサービスを可能
とする「マイガバメント（仮称）」を実現。

• ICチップの空き領域や公的個人認証サービ
ス等を活用、健康保険証などのカード類を
一体化/一元化。

• 個人番号カードで利用できるサービスの拡
大、民間利活用場面の拡大、本人確認手段
としての利活用場面の拡大。

• 取得に係る負担の軽減。

• 行政機関が公表する法人情報に法人番号を併記。法
人情報の検索等を容易にし、利用価値を高める。

• 法人に係るワンストップサービス等を実現するため
に必要な「法人ポータル」を構築。

• 情報連携等により更なる効率化・利便性の向上が見
込まれる分野については、マイナンバーの利用範囲
の拡大や制度基盤の活用について検討。

工
程
表

【短期（2014年度～2015年度）】
• マイポータルの活用を前提に、主な機能・内

容（プッシュ型サービス、ワンストップサー
ビス等）について検討。

• 認証プラットフォーム（仮称）の構築に向け
て検討するなど、本人確認やAPI等の連携の
枠組みを構築。

• スマートフォンやCATV等、利用チャネル及び
認証手段の拡大に向けた検討。

• 公共施設への端末の設置等、情報弱者の利用
に向けての対応策の検討。

【中・長期（2016年度～2021年度）】
• 2017年１月以降、順次、
① 主な機能のサービス提供の開始
② 本人確認の連携による官民オンラインサー

ビスのシームレスな連携の実施
③ 利用チャネル及び認証手段の拡大
④ 情報弱者対応策の実施

【短期（2014年度～2015年度）】
• 2016年１月以降、順次、
① 交付開始（費用負担が生じないよう検討）
② 一元化/一体化、市町村の独自利用推進
③ 個人番号カードを用いたサービスを利用で

きる地方公共団体等及び対象の手続きを拡
大

④ 身分証明書としての取扱上の留意点を含め、
調整・周知

⑤ 公的個人認証サービスについて、対象とな
る行政手続等の拡大・見直しについて検討、
署名検証者の民間事業者への拡大に向けた
実証・働きかけ

【中・長期（2016年度～2021年度）】
① 一元化/一体化、市町村の独自利用推進
② 民間事業者の空き領域利用ニーズを検討
③ 個人番号カードを用いたサービスを利用で

きる地方公共団体等及び対象の手続きを拡
大

④ 身分証明書としての利用を推進
⑤ 公的個人認証サービスの対象手続きの拡

大・見直し、民間事業者への利用の働きか
け

【短期（2014年度～2015年度）】
• 2016年１月以降、順次、
① 行政機関が公表する法人情報に法人番号を併記
② 「法人ポータル（仮称）」の検討・構築
③ 法人情報の効率的・効果的な利活用方策について検

討・実施・推進
• 2014年秋までに、マイナンバーの利用範囲の拡大や

制度基盤の活用について検討を行い、政府CIOに状況
を報告（特に①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、
④医療・介護・健康情報の管理・連携、⑤自動車検査登
録事務等）。

【中・長期（2016年度～2021年度）】
① 2018年１月以降、公表する法人情報には原則法人番

号を併記
② 2017年１月より「法人ポータル（仮称）」の運用開

始
③ 法人情報の効率的・効果的な利活用方策について検

討・実施・推進
④ 個人事業主や法人の支店等に対する法人番号の付番

について検討

• マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用に
ついて、番号法改正法案を提出。

（改訂）「世界最先端IT国家創造宣言」及び「工程表」（平成26年６月24日閣議決定）

Ⅳ ＩＴ戦略におけるマイナンバー制度の位置づけ
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Ⅳ-１-① マイ・ポータルの有効活用が期待できる事例 
※ 社会保障・税に関わる番号制度のマイ・ポータルに係るユースケース分析等に関する調査研究（内閣官房社会保障改革担当室）より抜粋

マイ・ポータルを活用することによって、行政サービスの向上等が期待されるユースケースを分析 

ユースケース分析：ユースケース一覧

番号 名   称 関連 
ｲﾍﾞﾝﾄ 想定されるサービスの概要 

1 
更なる利便性を確保した
確定申告 

税務 

・税務当局等からの確定申告のお知らせ等が送付対象のマイ・ポータル利用者（以下「利用者」という。）の情報提供するための

システム上の領域（以下「利用者フォルダ」という。）に通知される。 

・利用者は自己情報表示機能により、確定申告に必要な情報を入手し、申告書作成に活用できる。 

2 
大学等奨学金事業におけ
る各種手続 

教育 

・大学等への進学前や入学時等、奨学金の募集が始まる前に奨学金制度の情報をログイン前のエリアで知ることができる。 

・奨学金返還者たる利用者には、返還残額等のお知らせや返還のリマインド等が利用者フォルダに通知される。 

・減額返還等の申請のために、利用者が自身の所得金額の確認を行うことができる。 

3 
被災時におけるマイ・ポー
タ ルの活用 

災害 
・災害発生後に被災者を支援する制度のお知らせが、対象となる利用者の利用者フォルダに通知される。 

・遠隔地に避難した利用者がオンラインで地方公共団体に支援制度を申請できる。 

4 
乳幼児等予防接種に関す
る各種手続 

子育 

・保護者が管理する乳幼児の利用者フォルダに対して、必要な予防接種の案内が届くと、事前に登録した保護者のメールアドレス

あてにお知らせ通知メールが届く。 

・必要に応じて接種記録の確認を行うことができる。 

5 
年金に関する確認と各種
手続 

転職 
退職 

・年金の加入状況等、利用者のステータスに合わせて、国民年金の資格取得の案内やねんきん定期便のお知らせ等が利用者

の利用者フォルダに通知される。 

・国民年金の加入手続をオンラインで申込むことができる。 

6 介護に関する各種手続 介護 

・要介護（要支援認定を含む。以下同じ）の認定完了通知、利用できる介護サービスや補助制度の案内等が対象となる利用者の

利用者フォルダに通知される。 

・案内された負担軽減措置等をオンラインで申込むことができる。 

7 
障害者の支援に関する確
認と各種手続 

障害 

・地方公共団体が行う支援等の情報が、対象となる利用者の利用者フォルダに通知され、利用者は居住地で受けられるサービ

スの種類や内容を知ることができる。 

・案内された負担軽減措置等をオンラインで申込むことができる。 

8 失業者の総合支援 就労 

・地方公共団体やハローワークが提供する就業支援サービス等の求職活動に役立つ案内が、希望する利用者の利用者フォル

ダに通知され、掲載情報を活用して求職活動を行う。 

・送られてきた通知から、地方公共団体が開催するイベントへの参加をオンラインで申込むことができる。 

9 
個人番号カード等に関す
る各種お知らせ 

－ 
・利用者に対して、個人番号カード及び電子証明書の更新のお知らせ等が事前に利用者フォルダに通知され、オンライ ンで更新

申請の手続を行うことができる。 

10 
結婚・妊娠・出産に関する
各種手続 

結婚 
妊娠 
出産 

・利用者は、結婚時の転出届等の手続をオンラインで行うことができる。 

・妊娠した女性の利用者フォルダに、健診や出産までに必要な各種手続等の情報が通知され、送られてきた通知から 母親教室

や育児教室への参加をオンラインで申込むことができる。 86



Ⅳ-１-② プッシュ型情報提供の対象となる情報 

地方公共団体がプッシュ型で提供する情報として、以下の類型が考えられる。
①地域別に提供する情報
【例】・災害警戒情報の提供 ・地域のイベントの広報 

②年齢別に提供する情報
【例】・後期高齢者医療制度の案内 ・年金に関する確認と各種手続 

・人間ドック助成申請 

③世帯構成別に提供する情報
【例】・延長保育利用申し込み ・乳幼児等予防接種に関する各種手続 

・乳幼児医療費助成申請 ・母親教室、育児教室の案内 

※自治体が行う行政サービスについて、サービスを受けられる可能性がある住民を 
抽出して、効率的にサービスに係る情報を提供することができる。 
＝真にサービスの提供が必要な住民に対し、漏れなくサービスに係る情報を提供す 
ることができる。 

◆プッシュ型サービス：一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する                    
機能（番号法附則第６条第６項第２号） 

●地方公共団体がプッシュ型で提供する情報
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現状 

本人又は 
代理人 

税務当局 

各種支払等証明等の電子データを、マイガバメント上で
受領（民間企業からは電子私書箱で、行政機関からは
マイポータルで）し、そのままe-Tax等に転記可能とする
ことにより、転記の省力化や書類管理の負担を軽減。 
また、各種支払証明書を発行する企業にとっても証明
書等の発行事務及び郵送費などの削減が期待できる。 

控除に関する申告については、各種支払等証明書など、
保険会社や地方公共団体等から郵送される書類を元に
申告書を作成し、e-Tax等を利用してオンラインで行う必
要（必要に応じ、別途郵送が必要な書類もある）。 

金融機関 

地方公共団体 

保険会社 

必要に応じて郵送 

e-Tax等 

マイガバメント 

電子私書箱 

マイポータル 

金融機関 

地方公共団体 

保険会社 

e-Tax等 

本人又は 
代理人 

税務当局 

Ⅳ-３-① イメージ① 確定申告の省力化等（電子私書箱+マイポータル） 

今後 

生命保険料 
控除証明書 

住宅ローン 
残高証明 

国民健康保険料 
納付証明 
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里帰り先 居住地

居住地里帰り先

マイガバメント 

マイポータル 

地方公共団体 

里帰り先医療機関 

マイポータルで居住自治体からの予防接種のお知らせやリ
マインドを確認し、必要な場合は電子私書箱経由で予防接
種依頼書を取得することで、里帰り先でも確実に予防接種
を受け、接種履歴を確認することが可能になる。 

予防接種 
依頼書 

○予防接種のお知らせ確認
○接種履歴の確認

Ⅳ-３-② イメージ② 予防接種サービス（プッシュ型サービス＋電子私書箱）

乳幼児の予防接種については、事前に対象者のいる世帯
に郵送される予診票を、医療機関に持参して接種する。 
里帰り出産等により、居住地外の医療機関で予防接種を
受ける場合、居住地の地方公共団体から予防接種依頼書
等を取得する必要があるが、予診票の送付に気づかず、
予防接種の時期を逸する恐れがある。 

※ 居住地外の手続きについては地方公共団体により 
異なる場合がある。 

医療機関 

地方公共団体 

予防接種 
依頼書 

予防接種 
依頼書 

交付申請 

① 予診票等の郵送

② 

③ 

④予防接種依頼書
を持参 

現状 今後 

予診票 

電子私書箱 

予防接種依頼書 
を持参 
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引越しの際は市町村のほか、異動元／異動先のライフライ
ン事業者（電力、電話等）や金融機関等に、個別に住所変
更等を届出なければならない。 
届出を失念した場合、事業者からの郵便物が届かない等、
別途、住所を確認するが生じ、本人・事業者双方に負担。 

住所変更の届出が必要
な行政機関・民間企業
を複数選択し、一括し
て届出を行う。 

マイガバメント 

電子私書箱 

マイポータル 

ワンストップ 
サービス 

電力会社 

電話会社 

市町村等 
行政機関 

転入の届出等必要な手続 

住所変更届 

住所変更届 

金融機関 
金融機関 電力会社 電話会社 

市町村等 
行政機関 

届出の 
失念 

手続結果又は個別に追加で必要
な情報などを連絡。 

手続結果又は個別に追加で
必要な情報などを連絡。 

住所変更の届出が必要な異動元／異動先の行政機関・民間
企業を抽出し、選択の上、一括して行うことを可能とする
（結果は電子私書箱等により確認）。 
個別に類似の届出を行う手間を削減するとともに、失念が
ないか、確認が容易。 

申請 

確認 

確認 

引越し先の住所等を連絡 

郵便物の 
返送 

？ 

Ⅳ-３-③ イメージ③ 引越しワンストップ（ワンストップサービス）

現状 今後 
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情報提供媒体 

地方公共団体等は各種支援サービスや助成等の案内を、
パンフレットや広報紙、ホームページ等で情報提供して
いるものの、その情報が十分に行き届かず、該当するこ
とに気付かないまま、そのサービスを受ける機会を逸し
てしまうことがある。 

マイガバメント 

マイポータル 

地方公共団体 

地方公共団体は、利用できる支援サービスや助成等につ
いて対象者を予め抽出し、マイポータルのお知らせ情報
表示機能を経由して直接本人にお知らせする。 
本人又はその家族（代理人）は、サービス案内等を確認
し、利用を希望する場合はワンストップサービス等を利
用して申請等を行う。  

パンフレット、広報紙、
ホームページ等による 
情報提供 

ワンストップ 
サービス 

③サービス。助成等の申請

地方公共団体 

②利用できる
支援サービス
助成等の案内 ？ 

ホーム
ページ 

パンフ
レット 

広報紙 

① 

④ 

Ⅳ-３-④ イメージ④ きめ細かい行政サービスの周知・提供
（プッシュ型サービス＋ワンストップサービス）

現状 今後 

対象者を 
予め抽出 
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「世界最先端のIT利活用社会」のインフラとして、マイナンバー制度の普及と利活用を図るため、

国・地方・民間が連携して取り組むべき事項を取りまとめ。

【目指すべき社会】

 誰もがより安全・安心にインターネットを利用できる基盤を持つ社会
 誰もが必要な時に自身の情報にアクセスし、利活用でき、サービスへの満足度が向上

する社会
 国・地方・民間の様々な手続き・サービスが、シームレスかつ効率的に連携し、広く電子

的に完結できる社会

個人番号カード

誰もが取得できる
実社会・オンラインの

本人確認手段

• 暮らしに係る公的サービスに係るカード類（健康保険証、印鑑登録カード等）や、広く保
有される資格の証明書類（国家資格等の資格の証明書、国家公務員身分証明書等）等
の、個人番号カードへの一元化／一体化

• コンビニ交付等、個人番号カードを利用した利便性の高いサービスの拡大
• 官民の様々な本人確認を要する手続きでの利用に向けた調整・周知
• オンライン本人確認手段である公的個人認証サービスの行政・民間利用の拡大
• 取得に係る本人負担の軽減 等

マイポータル/マイガバメント

暮らしに係る利便性の高い
官民オンラインサービスの提供

• 利用者に係る特定個人情報や医療・介護・健康等に係る自己情報の閲覧
• 利用者の利益になる情報を提供するプッシュ型サービス
• 引越しや死亡等のライフイベントに係るワンストップサービス
• サービスに必要な情報をデータで入手・利用できる仕組み
• シームレスなサービス利用に向けた本人確認に係る官民連携基盤
• スマートフォンやCATV等、利用チャンネルや認証手段の拡大
• 高齢者等が安心して利用できるサポート体制や代理利用の環境整備

個人番号/法人番号

名寄せ・突合による
情報の正確で迅速な確認

• 行政における個人番号を利用した業務・システム見直し
• 行政が保有する法人に係る公開情報への法人番号の付与の徹底
• 法人番号を利用した法人ポータルの構築

これらに近接し、更なるメリットが期待できる以下の分野へのマイナンバー利用範囲の拡大等を検討
①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、④医療・介護・健康情報の管理・連携、⑤自動車登録事務

Ⅳ-３-⑤ マイナンバー等分科会 中間とりまとめの概要
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Ⅳ マイ・ポータルに係る関連規定 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
（検討等） 
附則第六条 
  ５ 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム（総務大臣の使用に係 

る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対 
して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開 
示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、 
その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条 
の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において 
同じ。）を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を 
制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

  ６  政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民 
間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為 
を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で 
接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措 
置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所 
要の措置を講ずるものとする。 

  一 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続（前項に規定するものを除く。） 
  二 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の  

  利益になると認められる情報を提供すること。 
  三 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合に 

  おいて、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択さ 
  れた一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。 
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世界最先端IT国家創造宣言 改定（平成26年６月24日 閣議決定）  
 政府の情報システムについては、個人番号カード等による本人認証を一括して行える認証プラットフォーム（仮称）の
構築に向けて検討し、システム間のシームレスなアクセスを実現するほか、情報提供等記録開示システムについては、ス
マートフォン、タブレット端末やCATV など、多様なチャネルで利用可能とするとともに、その機能を拡大し、プッシュ
型・ワンストップサービスなど、暮らしに係る利便性の高い官民のオンラインサービスを、本人確認の連携等によりシー 
ムレスに利用し、電子的に完結させることを可能とする「マイガバメント（仮称）」を実現する。 
 個人番号カードについては、そのIC チップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証や国家公務員
身分証明書など、公的サービスや国家資格等の資格の証明等に係るカード類の一体化／一元化、個人番号カードで利用で
きるコンビニエンスストアでの住民票の写し等の交付等のサービスの拡大、放送・通信分野等における個人番号カードの
民間利活用場面の拡大、実社会における対面及びオンライン上の非対面での本人確認手段としての利活用場面の拡大や、 
取得に係る負担の軽減等により、広く普及を図る。 
 法人番号については、行政機関が法人に係る情報を公開する際の併記や、既存の法人に係る各種の番号との連携により、
法人に係る情報についての検索・利用を容易にし、その利用価値を高めるとともに、法人に係るワンストップサービス等 
を実現するために必要な「法人ポータル」を構築する。 
 マイナンバーによる情報連携等により、更なる効率化・利便性の向上が見込まれる分野については、制度の趣旨や個人 
情報の保護等に配慮しつつ、マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用について検討を進める。 

Ⅳ マイナンバー制度に係る政府の方針① 

世界最先端IT国家創造宣言 工程表 改定（平成26年６月24日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略（IT戦略）本部決定）  
○マイナンバー制度の導入
・2015年10月より個人番号（以下、マイナンバー）･法人番号の付番･通知を行い、2016年１月より利用を開始する。 
・2017年１月の運用開始に向け、情報提供ネットワークシステム及び情報提供等記録開示システムの構築を行う。  
○「マイガバメント（仮称）」の実現
・情報提供等記録開示システムの活用を前提に、主な機能・内容（利用者に係る医療・介護・健康情報等の自己情報の閲
覧、個人向けプッシュ型サービス、引越しや死亡等のライフイベントに係るワンストップサービス、サービスに必要な法 
定文書等をデータで入手・利用・送達する仕組み等）に係る検討を行い、所要のシステム構築や制度見直しを進める。 
・官民のオンラインサービスをシームレスな連携（民間ポータルとの連携、納税手続におけるe-Taxと銀行サイトとのID
連携等）を可能とするため、サービスの認証レベル等について整理・見直しを行うほか、個人番号カード等による本人認
証を一括して行える、政府情報システムの認証プラットフォーム（仮称）の構築に向けて検討するなど、本人確認やAPI 
等の連携の枠組みを構築する。 
・国民の利便性の向上や安全・安心の確保の観点から、情報通信に係る市場・技術の動向を踏まえ、スマートフォン、タ
ブレット端末やCATV等、利用チャネル及び認証手段の拡大に向けた検討を行う。特にCATVについては、次世代セットトッ 
プボックスへの個人番号カードの読み取り機能の内蔵など、具体的なあり方を検討する。 
・公共施設等への端末設置や代理利用の整理等、いわゆる情報弱者の利用に向けての対応策の検討を行う。 
（→ 次頁へ続く。） 94



（→ 前頁より） 
○個人番号カードの普及
・2016年１月より、個人番号カードの交付を開始する。個人番号カードの費用負担のあり方については、初回交付につい 
て窓口で本人の費用負担が生じないよう、検討する。 
・暮らしに係る公的サービス及び国家資格等の資格の証明に係るカード類（健康保険証、各種国家資格等資格証明書、国
家公務員身分証明書等）について、個人番号カードへの一元化に向けた検討を行い、2016年１月の交付開始以降、順次、
一元化を行うとともに、印鑑証明カードや施設利用カード等の個人番号カードへの一体化等、市町村による独自利用を推 
進する。 
・個人番号カードで利用できるコンビニエンスストアでの住民票の写し等の交付等のサービスについて、利用できる地方 
公共団体・事業者を拡大するとともに、対象手続きの拡大について検討を行い、2016年１月以降、順次、拡大を行う。 
・公的な身分証明書として、2016年１月までに、法令に基づくものを含め、官民の様々な本人確認を要する場面において 
本人確認手段として利用できるよう、取扱上の留意点を含め、調整・周知を行う。 
・個人番号カードで利用できる公的個人認証サービスについて、署名用電子証明書の現在３年の有効期間の延長、利用者
証明用電子証明書の導入や発行手数料の低減を図る。また、対面・書面に代わるものとして、当該サービスを利用した行
政手続き等の拡大･見直しについて検討を行い、2016年１月以降、順次、実施するとともに、署名検証者の、金融機関や
医療機関、CATV事業者等の民間事業者への拡大に向け、民間におけるユースケースの明確化に係る実証、民間事業者への 
利用の働きかけ等を行う。 

○法人番号の利活用推進
・国・地方公共団体が法人に係る情報（調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人等の情報）
を公開する際の法人番号の併記及び所要の関連手続きの見直しについて検討を行い、2016年１月の法人番号の利用開始以 
降、順次実施する。 
・法人に係るワンストップサービス等を実現するために必要な「法人ポータル（仮称）」の検討・構築を行う。 
・既存の法人に係る各種の番号と法人番号の連携による、法人情報の効率的・効果的な利活用方策について検討し、2016 
年１月以降、順次、実施･推進を図る。 

○マイナンバーの利活用推進
・マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用（特に①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、④医療・介護・健康 
情報の管理・連携、⑤自動車検査登録事務等）について検討を行い、その状況を2014年秋までに政府CIOに報告する。 

Ⅳ マイナンバー制度に係る政府の方針② 

95


	04 【差替_最終版】論点整理参考資料
	①第１回抜粋
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	②第２回抜粋
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16

	③141224修正【デジタルPMO掲載版】番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定イメージ
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

	④【デジタルPMO掲載版】個人情報保護条例の改正イメージ
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

	⑤150121 委員会規則連携（論点整理用）
	Ⅰ-２-㉘ 番号法第９条第２項の条例に基づく独自利用事務
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	⑥第４回抜粋
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18

	⑦第４回抜粋②
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

	⑧第５回抜粋
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

	⑨第３回資料抜粋①
	資料３ マイ・ポータル／マイ・ガバメントについて
	（編集用）ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ等分科会資料
	スライド番号 2
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9



	⑩第３回資料抜粋②
	資料４ マイナンバー等分科会におけるマイ・ポータルの検討状況について（修正版）
	②_参考_中間とりまとめ案の概要
	スライド番号 3



	⑪第３回抜粋
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	⑫第３回抜粋②
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3


	5 委員会規則連携について



